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第１章 はじめに 

 

１ 水問題への関わり（工場の水節約の可能性に関する研究） 

筆者の水問題への関わりは、昭和 40 年代にさかのぼる。当時、最も急速に増加して

いたのは工業用水であった。当時、東京大学大学院工学系研究科で研究生活を送ってい

た筆者はこの工業用水を削減することができれば、水行政を大きく変えることができる

と考え、工場における水利用の実態を調査することにした。まず、通産省が発行してい

る「工業統計」の元データ、各工場の調査データを使って、１億円の製品を作るのに何

㎥の水を使用したかを示す用水原単位の分布を調べた。その結果、同じ規模、同じ業種

の工場でも用水原単位にかなりの違い、時には一桁以上の差があることが分かった。こ

の用水原単位の大きなバラツキは、工場が水をあるだけ使っていることを意味している

のではないか、そうだとすれば、水の節約で工業用水をかなり減らすことができるはず

である。  

この仮説を実証するため、当時、関東地方にあった銑鋼一貫工場などの鉄鋼工場を中

心に生産工程における水使用実態の調査を行って、水節約の技術的な可能性に関する研

究を進めた。その結果、８割程度の削減が可能であることが明らかになった。高度成長

時代まで急速に増加し続けてきた工業用水は昭和 40 年代の終わりから漸減の傾向に変

わるようになるが、これは筆者が指摘した工場の水浪費の一部が是正されてきたことに

よる部分が大きかった。 

 

 

２ 水使用合理化への取り組み 

 筆者は 1972 年に東京都公害局（現在の環境局）に就職し、地盤沈下対策として、地

下水を使っている工場等の事業所の水節約、水使用合理化を指導することになった。水

使用合理化基準をつくるなどして組織として事業所への指導を進めた結果、【図表１－

１】の例に示すように地下水使用量は大幅に減少した。この例の地下水大口使用 65工

場は当初約 20 万㎥／日の地下水を使っていたが、水使用合理化により地下水使用量が

次第に減少して約 6 万㎥／日になった。約 1/3 までの減少であり、実際の工場で使用水

量の大幅削減が可能であることが実証された。 

 水道用水についても所沢市水道部の協力を得て、家庭での水使用の実態を調べて約４

割の削減が可能であることも明らかにした。 

 筆者の水使用合理化への取り組みを評価した建設省土木研究所は水使用合理化技術

調査委員会（委員長 高橋裕東京大学教授（当時））を設置した。筆者も委員会に参加

して報告書をまとめた。1978 年 10 月に「土木研究所資料 水使用合理化技術に関する

調査報告書 土研資料第 1403 号」が発行され、全国の関係機関に配布された。 

 筆者はこの報告書がベースとなって河川行政・水行政が水の節約に取り組み、ダムを
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つくり続ける姿勢が根本から変わっていくことを大きく期待した。しかし、河川行政・

水行政は何も変わらなかった。それは第２章以下で述べるように、ダムをつくること自

体が自己目的化されていたからであった。 

 

 

３ 相模大堰差止め裁判（住民訴訟）での証言 

 筆者は東京都公害局で地下水行政に 12年間、取り組んだあと、東京都公害研究所（現

在の環境科学研究所）に異動し、水質問題、水問題に関する様々な研究を進めた。その

傍ら、筆者は『水問題原論』（北斗出版）を著して河川行政・水行政の問題点を訴える

とともに、全国各地で進められているダム建設等の差止め裁判で証人に立ち、「水節約

に取り組もうともせず、過大な水需要予測を行ってダム等の水源開発事業にまい進す

る」水行政の欺瞞性を明らかにする証言を行ってきた。 

 筆者が関わった裁判としては、琵琶湖総合開発差止め裁判、長良川河口堰差止め裁判、

苫田ダム差止め裁判、相模大堰差止め裁判、徳山ダム差止め裁判などがある。 

ここでは、相模大堰と徳山ダムの裁判での証言と判決との関連を述べることにする。 

 相模大堰は相模川支川･中津川に建設される宮ケ瀬ダムの開発水を相模川下流で取水

するための全面せき止め堰である。事業主体は神奈川県内広域水道企業団で、同企業団

が神奈川県内の四水道（県営水道、横浜、川崎、横須賀市水道）に水道浄水を供給する。

しかし、神奈川県の水道の需要は近年、増加率が著しく鈍化して、頭打ちの傾向を示し

ており、宮ケ瀬ダムと相模大堰は不要なものになっていた。そのことと宮ケ瀬ダム計画

の問題点を明らかにするため、証言を行った。筆者が証言で示した図の一例を【図表１

-２】に示す。 

 神奈川県の水道の一日最大配水量は、筆者が証言に立った当時は 1996 年までの実績

データがあったが、その実績はすでに 370～380 万㎥／日で頭打ちの傾向を示していた。

ところが、神奈川県は水需要が増加し続けるという予測を行い、将来は宮ケ瀬ダムを除

く保有水源 461 万㎥／日を超えるようになるので、宮ケ瀬ダムの開発水を取水する相模

大堰が必要だと主張していた。実績の傾向を科学的に分析すればそのようにならないこ

とは明らかであるので、筆者らはその分析に基づいて、独自の予測を行っていた。それ

が同図に示す「私達の水需要予測」である。これは節水施策に取り組まなかった場合で、

十分に余裕を見た値であるが、それでも一日最大配水量の将来値はほぼ 400 万㎥／日に

とどまるので、宮ケ瀬ダムと相模大堰は不要であると証言した。一日最大配水量の実績

は同図に示すように 1997 年以降は節水要因等が働いてほぼ減少の一途を辿り、2006 年

度には約 320 万㎥／日になっている。その後の実績は、筆者が証言した宮ケ瀬ダムと相

模大堰の不要性を明白に示している。 

 2001 年 2 月 28 日の横浜地方裁判所の判決は原告敗訴であったが、その判決文は次の

ように述べている。 
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「昭和 62年ごろからの水需要の実績値については、増加傾向が減少し、横ばいともい

える傾向が見て取れるばかりか、前年度より減少した年度も見られる。このように実績

値と予測値とが一見して相当に乖離してきたのであるから、一部事務組合としての企業

団としては、法令に従い予測値の過程を再検討すべき事が要請されたというべきである。

もちろんこのような傾向が継続して続くと見込むかどうか等その判断には極めて困難

が伴うことは当然予想されるところであるが、そのことは再検討をすべき義務を免除す

るものではない。」 

この横浜地方裁判所の判決文は、当初事業計画の前提として用いられた水需要の予測

値が、実測値に比して「相当に乖離してきたこと」が計画再検討義務を発生させるとい

う条理法を説いたものであるが、これは神奈川県の水需要予測が実績と著しく乖離して

いる事実を筆者が証言したことがベースになっていると考えられる。 

 

 

４ 徳山ダム差止め裁判（事業認定取り消し訴訟）での証言 

徳山ダムは木曽川流域の都市用水を供給することと揖斐川の洪水調節を行うことを

目的に揖斐川の最上流に水資源開発公団（現在の水資源機構）が建設するダムである。

木曽川水系では 1995 年に完成した長良川河口堰の開発水のほとんどが使用されておら

ず、大量の水源がだぶついているので、利水の面で徳山ダムの建設は全く必要性がない。

また、治水の面でも徳山ダムに依存する揖斐川の治水対策は限定的で、危険ですらある。

そのことから、ダム水没予定地に共有地を持つ住民が事業認定取り消し訴訟を提起した

のである。水資源開発公団がこの共有地を強制収用するため、事業認定を申請して、建

設省がその認定を行ったことに対する取り消し訴訟であった。 

筆者は、「徳山ダムの対象地域では都市用水の需要が近年横這いになっているにもか

かわらず、水資源開発公団はその実績を全く無視して都市用水が急速に増加するという

架空の予測を行っている。少なくとも、国土庁の「ウォータープラン２１（新しい全国

水資源計画）」に沿った予測を行うべきであり、そうすれば、将来とも水余りであるこ

とが明白となる。よって、徳山ダムは無用の施設である。」という趣旨の証言を行った。 

徳山ダム対象地域の都市用水の実績と予測の関係を【図表１-３】に示す。筆者の証

言は 1998 年までの実績によるもので、当時の直近の実績は 240 万㎥／日前後で頭打ち

の傾向を示していた。ところが、公団の予測は、2018 年には 400 万㎥／日に達すると

いうきわめて過大な予測であった。「ウォータープラン２１」〔注〕に沿った予測を行えば、

将来値は 250 万㎥／日程度にとどまるので、筆者はそのことを指摘して公団の予測のひ

どい誤りを強く批判した。その後、1999 年以降の実績は減少の一途を辿って、「ウォー

タープラン２１」の予測をも大きく下回るようになった。「ウォータープラン２１」は

余裕を見た予測であるから、少なくとも同プランに沿った予測を行うべきであること、

公団の予測は明らかな誤りであることを指摘した筆者の証言の正しさがその後の水需
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要の動向で裏付けられることになった。 

 〔注〕国土庁が作成してきた全国水需給計画としては、1978 年策定の「長期水需

給計画」、1987 年策定の「全国総合水資源計画（ウォータープラン２０００）」、1999

年策定の「新しい全国総合水資源計画（ウォータープラン２１）」がある。「ウォ

ータープラン２１」は、過去の二つの水需給計画が過大な水需要予測に基づくも

のであったことを認めた上で、水需要予測を大幅に下方修正したものであるが、

それでも最近の水需要の実績とは乖離したものとなっている。 

 

2003 年 12 月 26 日の岐阜地方裁判所の判決は原告敗訴であったが、その判決要旨は

次のように述べている。 

「なお、当裁判所は、本件水需要予測について建設大臣が平成 10年 12 月にこれを是認

した判断は、当時においては建設大臣の裁量の範囲を逸脱するものではないと判断する

にすぎないものであり、現時点においてはウォータープラン２１の水需要予測の方が合

理的であるから、独立行政法人水資源機構としては、早急に水需要予測を見直し、最終

的な費用負担者である住民の立場に立って、水余りや費用負担増大等の問題点の解決に

真摯に対処することが望まれる。」 

 建設省が徳山ダムの事業認定を行ったのが 1998 年 12 月、国土庁が「ウォータープラ

ン２１」を策定したのが 1999 年 6 月であって、前者が後者より半年早かった。仮に事

業認定の時期が「ウォータープラン２１」策定よりもあとであれば、上記の判決要旨に

よれば、水資源開発公団の予測を是認したのは「建設大臣の裁量の範囲を逸脱するもの」

という判決もありえたのであって、原告にとってあと一歩の裁判であった。  

このように今までの裁判では原告勝訴には至っていないが、水需要の飽和現象という

時代の流れを反映して、筆者らの主張が最近の裁判では判決文に多少なり反映するよう

になってきている。そして、時代はさらに移り変わり、水需要は横這いから確実な減少

傾向となり、大量の水余りが動かしがたい事実になってきている。栃木県の水道がまさ

しくそうである。この水余りの状況のもとで、さらなる水源開発に参加することは、将

来に大きな付けを残すことから、水源開発事業からの撤退が時代の流れとなっている。 
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第２章 思川開発事業に関する検証 

 

 独立行政法人水資源機構が利根川支流・思川で実施中の思川開発事業に対して、栃木

県は利水及び治水の両面で事業費の一部の負担をしてきている。事業費負担の理由は、

思川開発事業によって開発する水源の一部を栃木県が利用し、思川開発事業の南摩ダム

による洪水調節で栃木県が治水上の利益を得ることになっていることにある。しかし、

栃木県は今や水余り現象となって思川開発事業の水源を必要とする状況にはなく、それ

を使用する計画さえなくなっている。また、南摩川は小川のような小さい川であるから、

南摩ダムの洪水調節の効果は流量観測誤差範囲内の微々たるもので、栃木県が治水上の

利益を受けることもない。さらに、南摩ダムは思川開発事業の当初計画にあった鬼怒川

の支流・大谷川からの導水が中止となったため、水が貯まらないダムとなった。本章で

は、この３点について、第１で「栃木県の利水面から見て思川開発事業は必要か」、第

２で「思川開発事業の虚構―水が貯まらない南摩ダム」、第３で「南摩ダムに治水効果

はあるのか」を論じることにする。 

 

 

第１ 栃木県の利水面から見て思川開発事業は必要か 

１ 思川開発事業の計画変更 

栃木県が思川開発事業で得る予定の新規利水配分は０．８２１㎥／秒であったが、２

００９年３月に思川開発事業の事業実施計画の変更が行われ、【図表２-１-１】のとお

り、栃木県の新規利水配分量は０．８２１㎥／秒から０．４０３㎥／秒へと、半分以下

になった。一方で、新たに鹿沼市の０．２００㎥／秒が加わった。これは思川開発事業

への鹿沼市の単独参加である。この鹿沼市の分は前計画では栃木県分０．８２１㎥／秒

に含まれていたので、栃木県と鹿沼市をあわせた水量は０．８２１㎥／秒から０．６０

３㎥／秒へと、０．２１８㎥／秒の減少となり、２５％も縮小している。 

この縮小は栃木県、鹿沼市にとって思川開発事業の必要度が低下したことを表してい

るが、問題はそれだけではない。変更後の栃木県の０．４０３㎥／秒、鹿沼市の０．２

００㎥／秒とも使う当てのない宙に浮いた水源となろうとしており、栃木県にとって思

川開発事業は利水上のメリットが何もないものになってきている。以下、このことを詳

述する。 

 

 

２ 将来とも使う予定がない思川開発事業の水源 

（１）栃木県への配分予定水量０．４０３㎥／秒は使う計画もない水源 

思川開発事業の栃木県への配分水量は、本来は栃木県が水道用水供給事業の水道施設

を建設して、県南地区の各市町の水道に配水するためのものである。【図表２-１-２】
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は２００１年６月に栃木県が公表した思川開発事業の配分水量の内訳(栃木県分)であ

る。単独参加の小山市０．２１９㎥／秒以外は栃木県が当時の２市８町に思川開発事業

の水源０．８２１㎥／秒を水道用水供給事業、すなわち、広域水道として供給すること

になっていた。当時の計画では、鹿沼市は思川開発事業には単独参加をせず、県から供

給を受けることになっていたが、２００３年度に中止となった県営の東大芦川ダムとの

関係で、２００９年３月の思川開発事業の計画変更で単独参加に変わった。計画変更前

は０．８２１㎥／秒も、変更後は０．４０３㎥／秒の水源を栃木県が保有することにな

っている。 

しかし、栃木県にはその水源を関係市町に水道用水供給事業として供給する計画自体

が存在していないのである。栃木県が県南で水道用水供給事業を展開する話はかつては

あったものの、具体化されることはなく、現在はその話自体が消えてしまっている。原

告の伊藤武晴がそのことを確認するため、栃木県に対してこの水道用水供給事業計画に

関する資料の情報公開請求を行ったところ、「開示請求のあった給水事業計画の公文書

は作成していないので、保有していません」という理由で非開示決定書が栃木県から送

付されてきた（甲Ｃ第６７号証「栃木県非開示決定通知書」）。 

この水道用水供給事業を実施するためには、思川から取水して導水し、浄化して配水

する施設を新たに建設しなければならないから、巨額の建設費が必要である。（２）で

述べる鹿沼市の場合は思川開発事業関係の水道拡張計画はあるものの、棚上げがされた

ままになっているが、この場合は０．２㎥／秒の水源に対する水道施設の建設費は８９．

８億円の予定となっている(水源開発負担金を除く)。それから比例計算すれば、栃木県

の０．４０３㎥／秒(計画変更後)の水道用水供給事業を実施するためには約１８０億円

の建設費が必要となる。鹿沼市の場合は市域内の配水であるが、栃木県の水道用水供給

事業の場合は県南地域という広い地域に配水管を敷設しなければならないから、水道施

設の建設費は１８０億円よりもっと大きな金額になると予想される。 

３、４で述べるように県南地域の水道用水の増加がストップし、地盤沈下も沈静化し

て水道用地下水を削減する必要性もなくなっている状況において、これほど巨額な建設

費を必要とする水道施設の建設を進めることは到底できることではなく、当然の結果と

して、栃木県の県南水道用水供給事業の計画は消滅しているのである。 

しかし、思川開発事業で０．４０３㎥／秒の水源を得ることに対する栃木県の負担額

も大きく、６４億円にもなる（甲Ｃ第７４号証 独立行政法人水資源機構「思川開発事

業 事業実施計画(第３回変更) コストアロケーション参考資料」）。６４億円の一部に

対して国庫補助金はあるが、一方で、起債の利息を加えた割賦金が水資源機構から請求

されるので、栃木県の実際の負担額は６４億円よりもっと大きな金額になる。 

水道用水供給事業の計画が存在していないので、この栃木県の費用負担は一般会計か

ら支出されるので、県民の税金でまかなわれることになる。まったく使う当てがなく、

使う計画さえ存在しない思川開発事業の水源のために、これほど巨額の負担を県民に強
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いることは明らかに不当であり、許されることではない。 

 

（２） 鹿沼市は思川開発事業の水源０．２００㎥／秒を使う水道施設計画を棚上げ 

鹿沼市が思川開発事業で得る予定の０．２００㎥／秒についてはその水源を市内に供

給する水道施設の計画はある。２００８年３月２６日に鹿沼市が厚生労働省から認可を

得た第５次拡張事業の第１回変更認可申請書（甲Ｃ第６５号証）による計画である。し

かし、その計画は棚上げとなっている。 

２００８年６月２１日に新市長に就任した佐藤信市長は、７月２２日の鹿沼市議会に

おいて、次のように答弁した。 

「選挙のときに地下水でいいのだというお話をさせていただきました。」、「当然表流

水を使うということになりますと、取水堰、浄水場等々の工事費用を含めると莫大な投

資をすることになります。」、「水道料金にも当然大きくはね返ってまいりますから、で

き得る限り地下水でしのいでいくほうがベター、ベストであることには間違いなかろう

かと思います。」、「地下水でもって賄えるよう精いっぱい努力をしていきたい。」（芳田

利雄議員の質問への答弁、甲Ｃ第６８号証） 

思川開発事業から取水するためには、市長答弁にあるように、取水堰、浄水場などの

建設工事に莫大な投資をしなければならない。鹿沼市水道第５次拡張事業の第１回変更

認可申請書の付属資料（甲Ｃ第７５号証）によれば、思川開発事業関係の水道施設の建

設費は総額８９．８億円にもなる(思川開発事業の水源負担金を除く)。必要性のない水

道施設の建設にこのように巨額の金を投じて、市民にその負担を強いることはとてもで

きることでなく、市長答弁は至極当然のことである。 

そして、３（２）で述べるように鹿沼市水道の水需要はすでに減少し続けていて、今

後も減っていくのであるから、将来ともこの水道施設の建設計画が実施されることはな

く、棚上げのまま推移することは必至である。 

 

 

３ 将来とも思川開発事業の水源を必要としない栃木の水道 

（１）栃木県の関係地域上水道の水需給 

ア 上水道の一日最大給水量の動向と余裕水源 

２００１年度の計画で栃木県が思川開発事業の水源を供給する対象となっていた市

町は、鹿沼市、栃木市、西方町、壬生町、石橋町、国分寺町、野木町、大平町、藤岡町

及び岩舟町の２市８町である。このうち、鹿沼市は上述のように、２００９年３月の計

画変更で思川開発事業への単独参加となった。小山市は当初の計画から単独参加である。 

【図表２-１-３】は２００１年度の計画で栃木県が思川開発事業の水源を供給する対

象となっていた市町上水道の水需要の動向を見たものである。ただし、鹿沼市は単独参

加となったので、除外した。また、２００６年１月に対象地域内にある国分寺町と石橋
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町が地域外の南河内町と合併して下野市となったので、データの連続性を確保するため、

同図表には地域外の南河内町も含めた値を示した。以下、同図で示した市町を関係市町

という。 

同図のとおり、関係市町の上水道の一日最大給水量は、１９９８年度以降、増加傾向

がほとんどなくなり、最近は漸減傾向もみられる。２００７年度は９．４万㎥／日にと

どまっている。これに対して、関係市町の上水道の保有水源は合わせて、【図表２-１-

４】のとおり、約１４．３５万㎥／日もあるから、関係市町全体としては。約５万㎥／

日という大量の余裕水源を抱えている（【図表２-１-３】）。 

このように関係市町は水需要の増加がストップして、そして、大量の余裕水源を保有

しているのであるから、思川開発事業を水源とする栃木県水道用水供給事業からの供給

を必要とするはずがない。 

 

イ 水需要の構成要素の将来動向 

 上述のとおり、思川開発事業関係市町の上水道の一日最大給水量は１９９８年度以降、

増加傾向がなくなった。これを給水人口と一人一日最大給水量に分けてみると、【図表

２-１-５】と【図表２-１-６】のとおりである。給水人口はいまだに増加しているもの

の、増加率が次第に緩やかになる一方で、一人一日最大給水量は年度による変動はある

ものの、確実に減少傾向になっている。１９９５年度には４０５㍑／日であったが、２

００７年度には３６５㍑／日と、約１割も減っている。給水人口の増加率鈍化と一人一

日最大給水量の堅実な減少傾向で、一人一日最大給水量は増加がストップしているので

ある。では、今後はどうであろうか。水需要の構成要素ごとに今後の動向を考察する。 

一日最大給水量は次の要素から構成されている。 

 一日最大給水量＝給水人口×一人当たり有収水量÷有収率÷負荷率 

有収水量：料金徴収水量のことで、家庭、商店、ビル、工場等の使用水量を意味

する。 

有収率：有収水量／一日平均給水量  

負荷率：一日平均給水量／一日最大給水量 

    

① 給水人口 

 水道普及率の上昇により、給水人口は増加率が小さくなってきているものの、少し増

加してきている。しかし、栃木県の人口が【図表２-１-７】のとおり、すでに２００５

年にピークを迎え、今後は国立社会保障・人口問題研究所の推計のとおり、比較的早く

減っていく。２００５年を１００％とすれば、２０１５年は９８％、２０２０年には９

６％、２０２５年には９３％まで減少する。 

関係市町の給水区域内人口も前出の【図表２-１-５】のとおり、２００５年度にピー

クとなり、２００７年度はわずかに減っている。水道普及率(給水人口／給水区域内人
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口)は２００７年度ですでに９４％になっているので、今後、仮に水道普及率を１００％

まで高めたとしても、一方で、人口が減少していくので、給水人口の増加はわずかであ

り、遠い将来には人口とともに減っていくので、水道給水量の増加要因として寄与する

ことはほとんどないと判断される。 

 

② 一人当たり有収水量（使用水量） 

 関係市町の一人当たり有収水量（使用水量）は【図表２-１-８】のとおり、増加傾向

がなくなり、近年は減少してきている。【図表２-１-９】のとおり、栃木県においては

浄化槽と下水道の普及によってトイレの水洗化が急速に進んできた。トイレの水洗化と

いう増加要因が働いてきたにもかかわらず、一人当たりの使用水量の増加がストップし

てきた主な要因は節水機器の普及にあると考えられる。（甲Ｃ第７６号証「節水機器の

概要」平成 19 年度 ㈱日水コン） 

最近は水洗トイレ、電気洗濯機、食器洗浄機といった水使用機器は節水型であるこ

とが重要なセールスポイントになり、節水型機器が次第に浸透するようになった。たと

えば、水洗トイレはかつては一回の使用量が１３～１８㍑もあったが、最近の節水型ト

イレは６㍑になっている。節水型機器の普及はまだ一部であるので、これからも普及は

進んでいく。一方で、【図表２-１-９】のとおり、水洗トイレの普及も限界に近づいて

きているので、今後は水洗トイレの普及という増加要因の寄与はわずかなものとなる。 

したがって、これからは節水機器の普及によって、一人当たり使用水量は減少してい

くことが確実に予想される。 
 

③ 有収率 
１００％から有収率を引いた値のほとんどは漏水の割合を表しており、有収率は漏水

防止対策への取り組み度を表す指標である。費用をかけてつくった水道水が漏水として

失われることは無駄そのものであり、漏水防止対策を進めて有収率を高めることが、効

率的な水道行政を進めていく上で必須の課題である。関係市町上水道の有収率の推移は

【図表２-１-１０】のとおり、１９９０年度は８２％であったが、最近は８６～８７％

になっており、上昇はしてきている。しかし、望ましい有収率の水準と比べると、まだ

かなり低い状態にある。 

厚生省は１９９０年に「有効率が９０％未満の事業にあっては，早急に９０％に達す

るよう漏水防止対策を進めること。また、現状の有効率が９０％以上の事業にあっては、

更に高い有効率の目標値を設定し、今後とも計画的な漏水防止に努めること。なお、こ

の場合９５％程度の目標値を設定することが望ましいものであること」（甲Ｃ第７７号

証 厚生省「水道の漏水防止対策の強化について」(1990 年 12 月衛水第 282 号) 日本

水道協会１９９８年度水道維持管理指針）という通達を出している。 

また、日本水道協会の２００６年度水道維持管理指針（甲Ｃ第７８号証）では、「漏
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水防止対策を進めるに当たっては、水道ビジョン（２００４年６月に厚生労働省健康局

が策定）に示された有効率の目標値（大規模事業体：９８％以上、中小規模事業体：９

５％以上）を踏まえ、漏水防止計画を策定する。」としている。 

なお、有効率は有効水量／給水量、有収率は有収水量／給水量であって、その差は通

常は１～２％程度である。有収水量は料金徴収水量（メーター計測量）で、有効水量は

有効に使用されたけれども料金が徴収されない水量を有収水量に加算したものである。

料金が徴収されない有効水量としては、メーターの精度のため計上されなかった水量

（メーター不感水量）や、水道事業者が維持管理上消費した水量、消火栓使用水量など

がある。このうち、メーター不感水量は推定によらざるをえないから、有効率の数字は

正確なものとは言えず、時には事業者の判断で数字が決められることもある。   

関係市町上水道の有収率の実績はこれらの通達や指針から見ても、非常に低い値であ

り、このまま放置しておける問題ではない。栃木県として各水道事業体に対し、漏水防

止対策への一層の取り組みによる有収率の向上を求めるべきである。 

関係市町の２００７年度の有収率実績値は８６．２％であるから、これを９０％に引

き上げれば、８６．２÷９０＝０．９５７、すなわち、給水量を４．３％削減すること

ができる。水道ビジョンの中小規模事業体の有効率目標値９５％以上（有収率としては

約９３％以上）ならば、８６．２÷９３＝０．９２６、すなわち、７．４％の削減にな

る。このように、関係市町上水道は漏水防止対策への取り組みによって給水量を削減す

る余地が大きく残されているのである。 

 

④ 負荷率 

負荷率とは、一日平均給水量を一日最大給水量で割った値であって、この値が小さい

ほど給水量の変動が大きいことを意味する。関係市町上水道の負荷率の動向を見ると、

【図表２-１-１１】のとおり、年度による変動はあるものの、１９９０年代後半からは

確実に上昇傾向になっている。負荷率が上昇しているのは各都市水道の共通の傾向であ

って、大阪府はその理由を次のように分析している。 
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この分析で明らかなように、負荷率の上昇は確かな要因によるものであって、偶然が

左右して上昇傾向が続いているのではない。水使用の季節変化が小さくなって毎日の給

水量が平準化し、１日最大給水量の突出する度合いが次第に小さくなって、負荷率が上

昇してきている。この傾向は今後も続くものと予想され、少なくとも負荷率が元の低い

値に戻ることはない。 

 

ウ 将来の水需給 

以上、関係市町上水道の一日最大給水量の構成要素が将来どのように推移していくか

を考察した。まとめると、次のとおりである。 

① 給水人口：人口そのものが比較的はやい速度で減っていくので、すでに９４％に達

している水道普及率が今後上昇しても、給水人口の給水量増加への寄与はわずかなも

のである。 

② 一人当たり有収水量（使用水量）：水洗トイレの普及が上限に近づいてきているの

で、今後は節水機器の普及によって一人当たり有収水量は従来の横這い傾向から減少傾

向に変わっていく 

③ 有収率：関係市町上水道の有収率は水道ビジョンの目標値などと比べて低いレベル

にあるので、関係市町上水道は漏水防止対策への一層の取り組みが求められている。現

在の有収率が低いので、漏水防止対策への取り組みによって給水量を削減する余地が十

分にある。 

④ 負荷率：水使用の季節変化が小さくなって毎日の給水量が平準化し、それによって

１日最大給水量の突出する度合いが次第に小さくなり、負荷率が上昇してきている。こ

の傾向は今後も続くものと予想され、少なくとも負荷率が元の低い値に戻ることはない。 

 

大阪府の分析 

水使用スタイルの変化 

・屋内（通年）プールの増加、屋外プールの減少 

・洗濯乾燥機の普及 

従来は梅雨の晴れ間などに一度に洗濯用水が増加したり、冬期は洗濯頻度が少なくな

るなど、洗濯回数が気候に左右されていたが、洗濯乾燥機の普及により季節や天候にか

かわらず洗濯できるようになった。季節変化が小さくなっていると思われる。 

・ 空調機器の普及（夏期のシャワー回数の減少等） 

空調機の普及が進み、夏期においても汗をかく頻度が少なくなっているのではないか

と想定され、シャワー回数の減少など、夏期の需要減の要因となっていると思われる。 

（大阪府水道部 平成 16 年 12 月「水需要予測及び給水計画等策定業務委託報告書（資料編）」

Ⅰ-6-5 ページより） 
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 一日最大給水量＝給水人口×一人当たり有収水量÷有収室÷負荷率 の式において

今後、給水人口は増加があってもわずか、一人当たり有収水量は減少、有収率は上昇、

負荷率は少なくとも現状維持であるから、これら４点の構成要素の将来動向を踏まえれ

ば、関係市町上水道の一日最大給水量は今後は横這い傾向から減少傾向に変わっていく

ことは確実である。 

関係市町上水道は現状において約５万㎥／日の余裕水源を保有していて、今後、一日

最大給水量は現状（２００７年度９．４万㎥／日）より減少していくのであるから、将

来とも水需給に不足をきたすことはなく、思川開発事業の水源が必要な事態がくること

はない。 

 

（２）鹿沼市上水道の水需給 

次に、２００９年３月の思川開発事業実施計画の変更で単独参加と変わったが、当初

は栃木県が思川開発事業の水源を供給する対象市町に入っていた鹿沼市上水道につい

ても水需給を検討しておくことにする。 

一日最大給水量の動向は【図表２-１-１２】のとおりで、１９９０年代後半から確実

な減少傾向になっている。１９９５年度は３．６万㎥／日であったが、２００７年度は

３万㎥／日弱となっており、この１２年間に２割も減っている。 

関係市町上水道の場合は横這いからやや減少の傾向であったが、鹿沼市上水道の場合

は一日最大給水量の減少傾向が明瞭である。これは【図表２-１-１３】のとおり、一人

一日最大給水量が１９９０年代後半から急速に減ってきているからである。さらに、一

人一日最大給水量の急速な減少は、一つは【図表２-１-１４】のとおり、一人当たり有

収水量（使用水量）が明確な減少傾向になっていること、もう一つは【図表２-１-１５】

のとおり、負荷率が大きく上昇してきていることによるものである。前者は主に節水機

器の普及、後者は給水量の平準化に起因している。 

また、給水人口の動向を見ると、【図表２-１-１６】のとおり、増加はしてきている

が、給水区域内人口はすでにピークに達しているので、今後の給水人口増加の余地は小

さなものである。そして、鹿沼市の有収率は【図表２-１-１７】のとおり、いまだに８

０％前後というひどく低いレベルにあるから、今後の漏水防止対策への取り組みによっ

て給水量を削減できる余地が非常に大きい。 

これらの要素の動向を踏まえると、鹿沼市の一日最大給水量の減少傾向はこれから続

いていくことが予想される。前出の【図表２-１-４】のとおり、鹿沼市上水道の現在の

保有水源は３.４万㎥／日であるから、２００７年度の一日最大給水量３万㎥／日弱に

対して、０．４万㎥／日の余裕がある（【図表２-１-１２】）。なお、１９９５年度以前

は保有水源は３．８万㎥／日あって、理由もなく減らされているから、実際の余裕水源

は現状で０．８万㎥／日ある可能性が高い。 

以上のとおり、今後も鹿沼市上水道の一日最大給水量の減少傾向が続いていくのであ
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るから、余裕水源が次第に大きくなっていく。したがって、鹿沼市上水道も思川開発事

業の水源を必要とする事態は将来とも無いと判断される。市長は２００８年７月の市議

会で「地下水でもって賄えるよう精いっぱい努力をしていきたい」と答弁したが、地下

水だけで対応できる状態が将来にわたってずっと続いていくのである。 

 

〔補足〕小山市上水道の水需給 

当初計画から思川開発事業への単独参加である小山市上水道の水需給の動向は【図表

２-１-１８】のとおりである。一日最大給水量は１９９５年度以降、増加傾向がなくな

り、１０年以上横這い傾向が続いている。２００７年度は約４．７万㎥／日である。一

方、保有水源は前出の【図表２-１-４】のとおり、約５．７万㎥／日であるから、現状

においては１万㎥／日の水源の余裕がある。思川開発事業関係市町及び鹿沼市と同様に、

小山市上水道の将来の一日最大給水量も次第に減少していくものと予想されるから、小

山市も思川開発事業の水源を今後必要とすることがないと判断される。 

したがって、単独参加する市を含めて、思川開発事業に関係する栃木県の市町にとっ

て思川開発事業は意味のない不要な水源開発事業である。 

 

 

４ 栃木県の地下水対策の虚構 

（１） 被告の主張とその誤り 

被告は、栃木県が思川開発事業に参加する理由を主に地下水対策とし、次のように述

べている。 

「本県における地下水依存度は約３割で、全国平均の約１割を大きく上回っている。こ

のうち上水道における地下水への依存率は５９．９%であり、全国平均の３３．５％よ

りも高い状況にある。特に、県南地域における渡良瀬川水系における地下水依存度は８

３．２％となっており、本県の他の水系に比べて極めて高い状況にあり、平成１６年度

の取水実績では県南１４市町のうち１２市町が１００％地下水に依存している。このよ

うに水源の大部分を地下水に依存している県南地域においては、近年地下水汚染や異常

気象時の地下水位の低下などが懸念されてきていることに加え、鈍化してはいるものの

依然として地盤沈下が進行しており、表流水への転換を進めることによって、リスクの

分散による危機管理体制の強化を図っていくことを目指した水資源政策を展開するべ

きであり、思川開発事業により表流水を確保することは重要である。」（被告第７準備書

面 5 頁） 

 

この被告の主張は、思川開発事業への参加の理由を地下水対策に求めるためにつくり

あげたものであって、何ら現実性のないものである。まず、各都道府県の地下水依存率

はそれぞれの水源状況によるものであって、地下水依存率が高いところも低いところも
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あるから、依存率が高いことに何の問題もない。全国的に見た場合、例えば、熊本県水

道の地下水依存率は９割近くもあるが、それで何が問題だというのだろうか。地下水は

重要な水道水源であり、その依存率が高いこと自体は何ら問題とすべきことではない。

被告は「近年地下水汚染や異常気象時の地下水位の低下などが懸念されてきている」と

も述べているが、栃木県内でそのような現象が起きているという事実はない。そのこと

を裏付けるデータを何も示さずに単なる憶測で語るのは余りにも不誠実である。 

さらに、「鈍化してはいるものの依然として地盤沈下が進行して」いるので、表流水

への転換が必要で、そのために思川開発事業への参加が必要だと述べているが、実際に

は、地盤沈下は１２年前から沈静化しており、栃木県自身も地下水揚水量の削減対策を

何も進めておらず、思川開発事業への参加の口実に地盤沈下問題を使っているだけのこ

とである。このことについて以下、詳述する。 

 

（２）１２年前から沈静化した栃木県の地盤沈下 

環境省は年間２cm 以上沈下した地域を「注意を要する地域」としている（甲Ｃ第７

９号証 下野新聞２００９年７月３１日の新聞記事）。栃木県で年間２cm以上の地盤沈

下が観測された面積の推移は【図表２-１-１９】（出典：「栃木県地盤変動・地下水位調

査報告書」）のとおりで、１９９７年以降、昨年まで２cm以上の地盤沈下面積はほぼゼ

ロとなっている〔２００４年のみ０．１km2 で、その他の年はゼロ〕。１２年間も沈下

面積ゼロが続いているのであるから、栃木県内において地盤沈下は明らかに沈静化して

いる。 

１９９６年までは地盤沈下の進行が多少見られたが、しかし、それによる被害は発生

していない。「思川開発事業を考える流域の会」と「渡良瀬遊水池を守る利根川流域住

民協議会」は、１９９８年１０月１６日、連名で栃木県あてに「地盤沈下問題に関する

公開質問書」（甲 C 第４１号証の１）を提出したところ、被告はその回答（甲Ｃ第４１

号証の２）の中で、「地盤沈下による被害としての報告はありません。」と述べている。 

   １９９７年以降は上述のとおり、地盤沈下は沈静化してきているのであるから、栃木

県においては地盤沈下による被害はなく、今後ともその被害が発生するはずがない。 

 

（３）地下水揚水規制を行っていない栃木県 

 県内の地盤沈下が沈静化していることを反映してか、栃木県では東京都、千葉県、埼

玉県で実施されてきた地下水揚水規制は行われていない。２００１年１１月２９日に地

盤沈下防止等対策関係閣僚会議が決定した「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」（甲

Ｃ第３７号証）では、小山市の南部、野木町及び藤岡町が「保全地域」として指定され

ている。この要綱は、対象地域を「保全地域」と「観測地域」に区分し、「保全地域」

においては、「地下水採取に係る目標量を設定し、その達成のために地下水採取の規制、

代替水源の確保及び代替水の供給、節水及び水使用の合理化、地盤沈下による災害の防
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止等に関する措置を講ずる。」、「観測地域」においては、「地盤沈下、地下水位等の状況

の観測及び調査等に関する措置を講ずる。」としている。 

 しかし、栃木県が地下水利用に関して実施しているのは、｢栃木県地下水揚水施設に

係る指導等に関する要綱｣（平成５年３月策定）に基づき、井戸を設置する場合は、一

定規模以上のものについて、事前協議または届出の手続きを必要としているだけである。

一定規模以上の大きな井戸の設置を制限することもなく、井戸設置者に対して水量測定

器を設置して地下水揚水量の報告を義務付けることも行っていない。これでは井戸新設

による地下水揚水量の増加を抑制することもできないから、地下水揚水規制と呼べるも

のを栃木県は行っていないと言ってよい。 

 被告は、「鈍化してはいるものの依然として地盤沈下が進行しており、表流水への転

換を進めること」が必要で、「思川開発事業により表流水を確保することは重要である。」

と反論しているけれども、実際には地下水利用のコントロールは何もしていないのであ

るから、この反論は単にお題目を並べているに過ぎず、実態のない話である。 

    

（４）水道用地下水は全地下水揚水量のほんの一部 

国土交通省水資源部は、「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」の保全地域におけ

る用途別の地下水揚水量の報告を各県に求めて集計し、その集計値を「日本の水資源」

に掲載している。その元資料（甲Ｃ第８０号証 国土交通省「関東平野北部地下水採取

量の推移」）から栃木県のデータを取り出したのが【図表２-１-２０】である。用途別

に見ると、水道用、工業用、農業用、建築物等の中で農業用地下水の割合が圧倒的に大

きく、８割前後を占めているのに対して、水道用地下水の割合は非常に小さく、５％程

度である。 

このように、水道用地下水が全地下水揚水量に占める割合が非常に小さいのであるか

ら、仮に栃木県が地盤沈下対策として思川開発事業の水源を使って水道用地下水の削減

を進めても、全地下水揚水量はほとんど変わらず、地下水揚水量の削減対策として意味

のないものとなる。地盤沈下そのものは上述のようにすでに沈静化しているから、地下

水揚水量の削減の必要性そのものがないが、仮に被告の主張のように思川開発事業の水

源を使って水道用地下水の削減を進めても、全地下水揚水量の削減への寄与は非常に小

さく、無意味な対策になってしまうのである。 

 

以上のことから、被告が主張する地盤沈下対策の必要性は、思川開発事業への参加の

口実に地盤沈下問題を利用しているだけであって、何ら実態が無いものであることは明

らかである。 

 

 

５ 小括 
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① 思川開発事業の栃木県への配分水量０．４０３㎥／秒は、本来は栃木県が水道用水

供給事業の水道施設を建設して、県南地区の各市町の水道に配水するためのものである

が、その水道用水供給事業を実施する計画自体が存在していない。その事業の必要性が

希薄であるからこそ、計画も策定されていない。したがって、栃木県への配分水量０．

４０３㎥／秒は県が巨額の水源開発負担金を支払って、使う当てもなく、ただ抱えてお

くだけの無意味な水源になるものである。 

② 水道用水供給事業が存在していないので、栃木県の思川開発事業の水源開発負担金

６４億円は一般会計から支出され、県民の税金でまかなわれることになる。まったく使

う当てがなく、使う計画さえ存在しない思川開発事業の水源のために、これほど巨額の

負担を県民に強いることは明らかに不当であり、許されることではない。 

③ 栃木県が思川開発事業の水源を供給する対象の関係市町上水道は現状において約

５万㎥／日の余裕水源を保有している。今後、一日最大給水量は現状より減少していく

ことは必至なのであるから、将来とも水需給に不足をきたすことはなく、思川開発事業

の水源は必要とする事態は将来ともない。 

④ 鹿沼市の場合は思川開発事業の予定水源０．２００㎥／秒を市内に供給する水道施

設の計画はあるが、２００８年７月の市議会における市長答弁により、計画は棚上げに

されている。この水道施設の建設費は総額８９．８億円にもなり、必要性が希薄な施設

の建設にこのような巨費が投ぜられることはないから、この計画が棚上げのまま推移す

ることは確実である。 

⑤ 鹿沼市上水道では一日最大給水量の減少傾向が今後も続き、余裕水源が次第に大き

くなっていくことは確実である。したがって、鹿沼市上水道も思川開発事業の水源を必

要とする事態は将来ともないと判断される。 

⑥ 被告は思川開発事業に参加する理由を主に地盤沈下対策としているが、栃木県内の

地盤沈下は１２年前から沈静化しており、思川開発事業の水源によって水道用地下水を

削減する必要性はなくなっている。また、県内の地盤沈下は問題にすべき状況はないの

で、被告は地下水揚水量を抑制する規制は何も行っていない。 

⑦ 「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」の栃木県内の保全地域について地下水揚

水量の用途別内訳をみると、水道用地下水は全地下水揚水量の５％程度である。地盤沈

下はすでに沈静化しているから、地下水揚水量を削減する必要性そのものがなくなって

いるが、仮に被告の主張のように思川開発事業の水源を使って水道用地下水の削減を進

めても、全地下水揚水量の削減への寄与が非常に小さく、無意味な対策になってしまう。

被告は、思川開発事業への参加の口実に地盤沈下問題を使っているだけであって、何ら

実態がないものである。 
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第２ 思川開発事業の虚構―水が貯まらない南摩ダム 

 

１ 苦しまぎれの計画変更 

（１）南摩ダムの特異な点 

思川開発事業の南摩ダムは一般のダム計画とは大きく異なるところがある。一般のダ

ムは、ダム建設地点を流れる河川の豊水時の水を貯水し、渇水時にその下流に対して流

量の不足分を補給する。ところが、南摩ダムの場合、南摩川(思川支流)は地形面では５

０００万㎥から１億㎥の水を貯留できるダムの適地があるが、流域面積がわずか１２．

４㎢しかないため、流量が乏しく、小川のような河川であり、南摩川だけでは、とても

水がたまらない。そこで、変更前の思川開発事業計画では約２０㎞も離れ、水系も異な

るけれども、流量が大きい大谷川(鬼怒川支流)から導水して南摩ダムに貯留する計画に

なっていた。その他に思川支流の黒川、大芦川等からも導水することになっていた。 

流量があまりにも少ない川にダムを無理矢理つくるための苦肉の策である。 

 

（２）１９９４年の変更計画 

当初の計画案は大谷川から大量の導水をするものであったため、取水地点の今市市で

思川開発大谷川取水反対期成同盟が結成され、市あげての絶対反対の運動が展開されて

いった。この反対運動の展開で立ち往生した建設省と水資源開発公団（当時）は、１９

９４年に当初案を大幅に変更した計画を策定した（【図表２－２－１】参照）。これは、

大谷川からの取水量を大幅に減らすとともに、中継ダムとして思川支流の行川に行川ダ

ムを建設し、渇水時に大谷川等の流量が落ち込んだ時は、南摩ダムの水を行川ダム経由

で大谷川等へ逆に補給することにしたものであった。大谷川への逆補給は、大谷川流域

は水を取られるというマイナス面だけではなく、渇水時の流量補強というプラス面もあ

ることを示すために付加されたものであった。 

 

（３）空ダムを作り出す更なる計画変更 

このような策を弄したものの、結局、今市市と地元の同意が得られず、大谷川からの

導水計画は白紙になり、本来ならば思川開発事業計画は成立し得ないものになった。し

かし、思川開発事業計画を何としても進めたい国土交通省は、南摩ダムの総貯水容量を

当初計画の１億１００万㎥からその半分の５１００万㎥に減らし、導水する河川を黒川

と大芦川だけにする計画を新たに策定して、２００２年に計画変更を行った。けれども、

思川開発事業はもともと大谷川から大量の水を導水することによって成り立っていた

ダム計画であったから、総貯水容量を半減したとはいえ、黒川と大芦川からの導水だけ

では無理があり、まともにダムの運用を行えば、ダムが空または空に近い状態が続出す

ることは必至である。 

実際には第１で述べたように、思川開発事業への水需要は乏しく、計画どおりのダム
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運用がされることはありえないけれども、仮にそのような運用をすれば空になるという

ことは南摩ダムが欠陥ダムであることを意味するので、そのことを具体的なデータで明

らかにすることにする。 

 

 

２ 国土交通省が示した南摩ダムの運用計算結果―３０年のうち、１２年は最低貯水

量の期間がある― 

ダムの運用計算とは、過去の一定期間の河川実績流量を前提として、ダムの開発水量

を充足できるようにダム貯水池の流入流出計算を行うものである。すなわち、実績流量

からダム貯水池に流入する水量を求め、一方で、ダムの開発水量を充足するためにダム

からの補給必要量を計算し、そのプラスとマイナスから貯水量の変化を計算していく。

国土交通省は【図表２－２－２】のとおり、随分昔の期間を対象とし、１９５５年から

１９８４年までの３０年間について運用計算を行っている。国土交通省の計算では利水

容量４５００万㎥のうち、１０００万㎥は渇水対策容量として、常に温存することにな

っているので、同図では最低貯水量が１０００万㎥となっている。なお、南摩ダムの総

貯水容量５１００万㎥のうち、１００万㎥は堆砂容量で、残りの５０００万㎥が有効貯

水容量である。そのうち、５００万㎥が洪水調節容量、４５００万㎥が利水容量である。

このダムは洪水期、非洪水期の違いがなく、年間を通して治水容量の５００万㎥を確保

するオールサ－チャージ方式をとっている。 

同図をみると、南摩ダムの貯水量が最低貯水量かまたはそれに著しく近づく期間がか

なり多くあることが分かる。最低貯水量になる期間を含む年を拾い上げると、１９５７

年、５８年、６１年、６２年、６３年、６５年、７１年、７３年、７４年、７８年、７

９年、８４年であり、３０年間のうち、１２年も最低貯水量になる期間があることにな

る。最低貯水量の期間が最も長いのは１９６２年末から６３年であって、約７ヵ月に及

んでいる。 

上記の１２年は取水制限を必要とするような渇水年だけではなく、降水量が平年より

少し小さい年も含まれており、南摩ダムをまともに運用すれば、貯水量が底をつくよう

な事態が頻繁に訪れることを国土交通省自身の計算結果が示している。 

利根川水系ダムの場合は１９６０年を利水基準年とし、ダム運用計算の結果、その基

準年で概ね貯水量を確保できれば、所定の開発水量を生み出すことが可能と判断するこ

とになっている。同図をみると、１９６０年は年末に最低貯水量に近づくだけで、それ

以外は最低貯水量を上回る貯水量が確保されているので、国土交通省は所定の開発水量

を供給することは可能と判断したようである。しかし、同図において、最低貯水量にな

る日数で３０年間の渇水程度を順位付けすれば、１９６０年は１３番目以下であり、こ

の年で貯水量が確保できても、それは渇水への対応を保証するものにはまったくならな

い。 
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利水基準年の１９６０年でＯＫならば所定の水量の開発が可能だという約束事のも

とでのダムの利水計画であって、渇水年とはかけ離れたところで計画が策定されており、

まことに無責任な南摩ダムの利水計画である。 

 

３ 最近の流況データでの計算～南摩ダムは頻繁に空に～ 

（１）ダム運用計算の手順と条件 

南摩ダムの貯水量が頻繁に最低貯水量になるのは、ダム計画の前提条件に無理がある

からである。ダム予定地の南摩川は前述のように流域面積が１２．４㎢しかなく、導水

する黒川、大芦川は取水地点でそれぞれ４９．５㎢、７７．４㎢の流域面積があるけれ

ども、それぞれの河川の水利用などに影響を及ぼさないように取水の条件が設定される

から、導水量には上限がある。一方、補給に関しては新規利水の開発水量が１９９４年

計画では都市用水７．１㎥／秒（最大）、かんがい用水１．５㎥／秒（かんがい期平均）

であったのが、２００２年４月の計画変更で都市用水３．２０２㎥／秒（最大）に、さ

らに、２００９年３月の計画変更で都市用水２．９８４㎥／秒（最大）に縮小されたけ

れども、南摩ダムには渇水時に既存の不特定利水への補給（黒川、大芦川、思川、利根

川）を行う役目が従前どおり残っている。そのような流入および補給の条件があるので、

南摩ダムは最低貯水量まで落ち込むことがしばしばあるのである。 

上述のように、国土交通省のダム運用計算は２０～５０年前以上の流況をもとに行っ

たものである。なぜ、そのような昔のデータを使って運用計算を行っただけでこと足り

るとしているのであろうか、この点でも国土交通省の姿勢は理解しがたいところがある。 

１９８５年以降のダム運用計算が行われていないので、国土交通省のデータを使って

筆者らが同じ手法でダム運用計算を行ってみた。計算の前提条件は【図表２－２－３】

に示すとおりで、国土交通省の計算と同じである（２００９年３月の計画変更前の条件）。

なお、１９８５年から１９９５年までは各地点の流量データが国土交通省から入手でき

たので、それを用い、１９９６年～２００２年は日本河川協会「流量年表」の思川・乙

女地点と利根川・栗橋地点のデータを使用し、その他の地点の流量は乙女地点から推定

した。この計算を行った２００６年当時は２００３年以降の流量年表はまだ発行されて

いなかったので、最新年を２００２年とした。〔その後、２００３年の流量年表のみが

発行されている。〕 

ここで、ダム運用計算の手順を簡単に説明しておく。その手順は概ね次のとおりであ

る。 

① 取水対象となる各河川の毎日の流量から各河川の取水可能量を求める。この可能

量は豊水時にはプラスになり、渇水時にはゼロになる。思川開発事業の場合は黒川、大

芦川、南摩川が取水河川となり、それぞれの取水条件に基づいて、取水可能量を計算す

る。 

② 補給対象となる各河川の毎日の流量から各河川に補給すべき水量を求める。この
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水量は渇水時にはプラスになり、豊水時にはゼロになる。補給対象の河川は黒川、大芦

川、南摩川、思川、利根川であって、それぞれの補給条件に基づいて補給水量を計算す

る。 

③ 計算期間が始まる直前のダムは満水であるとして、前日のダム貯水量に①を加算

し、②を減算して、毎日のダム貯水量を求めていく。ただし、ダムの貯水量は利水容量

５０００万㎥を上限とし、ゼロを下限とする。 

 

（２）ダム運用計算の結果 

１９８４～２００２年の１９年間についてこの手順でダム運用計算を行った結果は

【図表２－２－４】のとおりである。この計算では渇水対策容量１０００万㎥を常に温

存することはせず、渇水時にはその貯水も使うことにして、最低貯水量をゼロとした。 

１９８４年は国土交通省の計算期間と重なっているが、国土交通省の計算結果とほぼ

一致しており、筆者の計算が妥当であることを示している。１９８４～８８年の５年間

と１９９３～９８年間の６年間は毎年、連続して貯水量がゼロとなっており、計画通り

の運用が成り立っていないことが分かる。そのほかに、１９９０年、９９年、２００１

年もゼロの期間があるから、１９年間のうち、延べ１４年は貯水が底につくことがある。

このように、ほぼ毎年と言ってよいほど、貯水量ゼロの状態が訪れることになる。 

以上のように、最近の１９年間についてみると、１４年がゼロになる期間を含むので

あるから、南摩ダムは計画通りのダム運用が到底困難であることを明確に示している。

貯水量が満水貯水量の５％を切る日数を年別に求めた結果を【図表２－２－５】に示す。

５％未満の日数が最も長いのが１９９６年で２８２日、第二位が１９８４年で２０１日、

第三位が１９８７年で１５８日である。１９９６年の場合は１年間のうち、９か月以上

が５％未満である。１９年間で５％未満の日数は延べ１５６７日で、４年３か月にも及

んでいる。 

この計算結果をみると、思川開発事業の利水計画がきわめてずさんなものであって、

実際には成立しないものであることは明らかである。 

 

４ 取水制限で貯水量ゼロの期間を乗り切ることは困難 

ダム運用の計算の結果、貯水量がゼロになる期間をどうするのかという質問を国土交

通省にぶつけると、国土交通省からいつも返ってくる答えは「取水制限で乗り切る」と

いうことだけである。しかし、実際に取水制限で乗り切ることができるどうかの計算結

果は示さない。貯水量ゼロの期問がどんなに長くても、取水制限で乗り切るという一言

だけで片づけてしまうのであるから、随分と無責任な話である。 

そこで、筆者らは、取水制限でどの程度対応できるか否かを知るため、【図表２－２

－６】に示す取水制限の条件を設定してダム運用の計算を行ってみた。この条件は、利

根川水系等の取水制限の実績を参考にして設定したもので、最終段階の取水制限率４
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０％は、きわめてきびしいものである。他に水源のない水道の場合は取水制限率がその

まま給水制限率となるが、給水制限率４０％は一日数時間の給水(２０時間以上の断水)

で対応するような、限界に近い制限率である。なお、この計算では取水制限時には各基

準点の確保流量も取水制限率の割合で小さくすることにした。 

計算結果は【図表２－２－７】に示すとおりで、このようにきわめてきびしい取水制

限を行うことを前提としても、１９８７年、８８年、９３年、９５年、９６年は貯水量

がゼロの期間が生じている。その中で１９９６年はその期間が８か月を超えている。【図

表２－２－８】は貯水量が満水貯水量の５％未満の日数を求めたものである。１９年間

の５％未満の延べ日数は６３０日で、１年９か月にもなっている。最終段階では限界に

近い取水制限を行うという前提で計算しても、このように貯水量ゼロとなる期間が長期

間に及ぶのであるから、取水制限で対応するのは現実に困難であると判断される。 

 

５ 小括 

① 思川開発事業計画はもともと大谷川から大量の水を導水することによって成り立

っていたダム計画であったから、総貯水容量を半減したとはいえ、黒川と大芦川からだ

けの導水だけでは無理があり、まともにダムの運用を行えば、ダムが空または空に近い

状態が続出することは必至である。 

② 国土交通省が１９５５～８４年について行った南摩ダムの運用計算の結果でも、３

０年間のうち、１２年は最低貯水量になる期間が含まれていて、貯水量が底をつくよう

な状態が頻繁に訪れることが示されている。 

③ 南摩ダムの開発水量は利根川水系の利水基準年である１９６０年についての計算

で可能と判断されたものだが、１９６０年は上記３０年間では１３番以下の渇水年であ

って、渇水年とはいえない渇水年であるから、渇水への対応を保証するものにはまった

くならない。 

④ 最近の流況について検証するため、筆者らが国土交通省と同じ手法で、１９８４～

２００２年の１９年間について南摩ダムの運用計算を行ったところ、貯水量がゼロにな

る年が１４年もあって、貯水率５％未満の総延べ日数は１５６７日、４年３か月にもな

り、計画通りのダム運用が到底困難であることが明らかになった。 

⑤ 取水制限で対応するという国土交通省の説明を検証するため、最終段階では限界に

近い取水制限を行うという前提で、取水制限を実施した場合の南摩ダムの運用計算を行

ったところ、貯水量がゼロとなる年が１９年間のうち、５年もあって、貯水率５％未満

の総延べ日数は６３０日、１年９か月にもなり、取水制限でも対応が困難であることが

明らかになった。 

⑥ 以上のように、思川開発事業の利水計画がきわめてずさんなものであって、実際には

成立しないものであり、そのように無意味な水源開発計画に栃木県が参加してその費用を

負担することは明らかに不当である。 
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第３ 南摩ダムに治水効果はあるのか 

 

１ 国土交通省の計画でも南摩ダムの治水効果は微々たるもの 

南摩ダム建設予定地の南摩川は小川のような川であって、流域面積がきわめて小さい。

南摩ダム予定地、思川・乙女地点および利根川・栗橋地点の流域面積を比較すると、次

のとおりである。（南摩ダムと思川、利根川の位置関係は【図表２－３－１】参照）  

    南摩ダム予定地      １２．４㎢ 

    思川・乙女地点     ７６０  ㎢ 

利根川・栗橋地点 ８，５８８   ㎢ 

流域面積の割合をみると、南摩ダム予定地は思川・乙女地点と利根川・栗橋地点に対

して、それぞれ１．６％、０．１４％を占めるに過ぎない。このように南摩ダムの流域

面積の割合はわずかなものであるから、当然のことながら、その治水効果は微々たるも

のとなる。 

思川開発事業のパンフレットには南摩ダムの洪水調節の役割が次のように書かれて

いる（甲Ｃ第４８号証）。 

「南摩ダム地点の計画流入量１３０㎥／秒のうち１２５㎥／秒の洪水調節を行うこ

とにより、南摩ダム下流の思川沿岸地域および利根川本川の中・下流地域の洪水被害の

軽減を図ります。」 

しかし、このパンフレットには南摩ダムが思川および利根川の洪水の軽減にどの程度

役立つのかの具体的な数字は一切示されていない。そこで、国土交通省関東地方整備局

に情報公開請求を行ったところ、開示資料「思川開発事業（見直し計画）における容量

配分の設定根拠」に次のことが記されていた。（甲Ｃ第４９号証） 

   南摩ダムの効果量（洪水ピーク流量の削減量）   

    思川の乙女地点   約６５㎥／秒 

    利根川の栗橋地点  約５０㎥／秒 

では、この効果量は思川および利根川の洪水ピーク流量の削減にどの程度寄与するの

だろうか。国土交通省が２００６年２月に策定した利根川水系河川整備基本方針では思

川・乙女地点および利根川・栗橋地点の計画高水流量は次の値になっている（甲Ｃ第５

０号証）。計画高水流量とは、上流ダムなどによって洪水調節を行った後の計画上の最

大想定流量である。 

計画高水流量  

 思川の乙女地点    ３，７００㎥／秒 

 利根川の栗橋地点  １７，５００㎥／秒 

思川・乙女地点および利根川・栗橋地点の計画高水流量に対する上記の南摩ダム効果

量の比を求めると、 

南摩ダムの治水効果の割合   
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    思川の乙女地点に対して  １．８％ 

    利根川の栗橋地点に対して ０．３％ 

このように、国土交通省の計画でも、南摩ダムは思川および利根川に対して微々たる

治水効果しか持たない。洪水流量の観測の誤差は通常、数％はあるから、南摩ダムの治

水効果は流量観測の誤差よりも小さく、取るに足らないものである。 

しかも、この治水効果も机上の計算で求めたものに過ぎず、観測流量から計算すると、

南摩ダムの治水効果はさらに小さなものとなる。なお、国土交通省による南摩ダムの治

水効果の計算は現実と遊離した条件をいくつか設定して行われたものであるが、その問

題点の指摘は紙数の関係で割愛する。 

 

 

２ 観測流量からみた思川における南摩ダムの実際の治水効果 

 南摩ダムがあった場合、思川・乙女地点に対してどの程度の治水効果、洪水ピーク

流量の削減効果があるかは、南摩ダム予定地と思川・乙女地点の洪水流量観測データに

よって検証することができる。流量観測データは国土交通省と水資源機構への情報公開

請求によって入手した（甲Ｃ第５１号証、甲Ｃ第５２号証）。 

 思川において最近１０年間で大きな洪水は１９９８年９月、２００１年９月、２０

０２年７月である。この三洪水における南摩ダム予定地および思川・乙女地点の流量の

時間変化は【図表２－３－２】（１）～（３）、【図表２－３－３】（１）～（３）のとお

りである。南摩ダム予定地から思川・乙女地点までの距離は約４５ｋｍ（標高差１３５

ｍ）で、洪水時の流速はこの区間の平均で毎秒４～６ｍ程度と推測されるので（河川の

流速を求めるマニングの公式から計算）、洪水の到達時間は２～３時間と考えられる。

到達時間を２．５時間として、この３洪水において仮に南摩ダムがあった場合に思川・

乙女地点の洪水流量がどの程度変わるかの計算を行ってみた。 

なお、南摩ダムの洪水調節は自然調節方式で、放流のルールというものがないので、

この計算では平水時の流量５㎥／秒を超える流量はすべて貯留され、カットされるもの

とした。 

また、実際の河川では、上流部での洪水波形は下流に流れるにつれて小さくなってい

くので、ダム地点での調節効果は下流に行くほど小さくなる。それは川の合流により洪

水同士がぶつかってピークが下がっていくもので、河道貯留効果といわれるものである。

南摩ダムの場合も思川・乙女地点での削減効果はダム地点での削減効果より小さなもの

となるが、ここではその影響は考慮しないものとする。この点で、下記の計算は南摩ダ

ムの治水効果を最大に見た場合である。 

 計算結果を【図表２－３－４】（１）～（３）に示す。これらの図を見ると、南摩ダ

ムがあってもなくても思川・乙女地点の洪水ピーク流量はほとんど変わらず、南摩ダム

の有無による差がきわめてわずかであることが分かる。 
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思川・乙女地点における実績ピーク流量と、南摩ダムの洪水調節効果を差し引いたピ

ーク流量を整理すると、次のとおりである。 

 思川・乙女地点               （単位 ㎥／秒） 

         Ａ 実績ピーク Ｂ 南摩ダム調節後 Ｃ 差   Ｃ／Ａ 

          流量     のピーク流量 

１９９８年９月洪水 １，８４７   １，８２６    ２１    １．１４％ 

２００１年９月洪水 １，７４６   １，７２８    １８    １．０３％ 

２００２年 7 月洪水 ３，１３１   ３，０８８    ４３    １．３７％ 

   平均                          １．１８％ 

 

１で見たように、国土交通省の計算でも思川・乙女地点に対する南摩ダムの洪水ピー

ク流量削減効果は１．８％で、わずかなものであったが、実際の洪水観測流量で計算す

ると、効果を最大に見ても、それより小さい１．２％の効果しか得られないのである。 

洪水基準点である思川・乙女地点での洪水ピーク流量削減効果がたった１％程度とい

う微々たる効果しかない南摩ダムをつくって何の意味があるのだろうか。 

 

                  

３ 思川の治水計画の問題点 

（１）過大な基本高水流量 

利根川水系河川整備基本方針では思川・乙女地点の計画高水流量が３，７００㎥／秒

とされ、それが思川の治水計画の基本になっている。この３，７００㎥／秒の算出根拠

資料を国土交通省に対して情報公開請求したところ、この値は旧河川法の工事実施基本

計画の値を踏襲したものであって、工事実施基本計画策定時にこの値を算出した計算デ

ータを現在は保有していないということであった。治水計画の基本となる数字の計算デ

ータが不存在ということは、思川の治水計画そのものが確固たる根拠に基づいて策定さ

れたものではないことを意味する。 

国土交通省は保有していないが、水資源機構の「思川開発事業検討業務報告書」には

それに関連した記載がある。それによれば、思川・乙女地点の基本高水流量（上流ダム

等による洪水調節がない場合の最大想定流量）は４，０００㎥／秒で、上流ダム群〔〔補

足〕参照〕によって３００㎥／秒をカットし、それによって計画高水流量を３，７００

㎥／秒にしたことになっている。この基本高水流量は１００年に１回の洪水を想定した

ものである。利根川の治水計画は工事実施基本計画の時代も現在の河川整備基本方針も

本川は１／２００（２００年に１回）、支川は１／１００（１００年に１回）の最大洪

水流量が想定されている（甲Ｃ第５１号証）。 

しかし、本当に１／１００の確率で、４，０００㎥／秒という大きな洪水がくるのだ

ろうか。 
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【図表２－３－５】は１９５３～２００６年の５３年間（１９９３年は欠測）につい

て思川・乙女地点の年最大流量の経年変化をみたものである。思川には現在、治水目的

を持つ上流ダムはないので、その実績流量は上流ダムによる洪水調節がない場合の値を

示している。実績流量の最大値は２００２年の３，１３０㎥／秒で、これは特異的に大

きく、次は１９９１年の２，１５０㎥／秒でぐっと小さくなり、それ以外は２，０００

㎥／秒を下回っている。それらと比べると、基本高水流量４，０００㎥／秒はずば抜け

て大きい。 

１／１００の確率を考えた場合、過去の実績流量から見て、４，０００㎥／秒の洪水

が起こり得るかどうかは流量確率法という統計確率計算で確認することができる。【図

表２－３－６】は国土交通省が使用している統計手法（財団法人国土技術センター「水

文統計ユーティリティー ２００３年１２月、甲Ｃ第５６号証）を使って、１／１００

確率の流量を計算した結果である。１０の統計手法による計算結果は手法によって差が

あって、最小値が２，６９１㎥／秒、最大値が３，５７８㎥／秒で、平均値は３，０４

６㎥／秒である〔注〕。この最大値をとっても、基本高水流量４，０００㎥/秒を大きく下

回り、計画高水流量３，７００㎥／秒をも下回っている。計画高水流量は河川改修（堤

防嵩上げ・補強と河床掘削）で対応できる流量であるから、この計算結果は、思川では

上流ダム群が全くなくても、１００年に１回の洪水に対応できることを示している。 

〔注〕いくつかの統計手法の計算結果を評価して最も妥当な値を選ぶ手順は次

のように行われる。評価の手順は田中茂信・宝馨「水文頻度解析における確率分

布モデルの評価基準」（土木学会論文集 1998 年 5 月）（甲Ｃ第５７号証）による。 

ⅰ 各統計手法の分布関数が対象データにどの程度適合しているかをみるため

の適合度（SLSC）で評価する。SLSC＜0.03 が満足すべき適合度の判定基準である。 

ⅱ 偏りのあるデータの影響度をみるため、計算結果の安定性の評価を行う。

安定性は、Jackknife 法による推定誤差が小さいほど、良好と判断される。 

この手順を【図表２－３－６】に当てはめると、まず、ⅰによって、SLSC＜0.03

の①と③と④が選択され、次に、その中で Jackknife 法による推定誤差が最も小

さいものを選ぶと、①となる。よって、最も妥当な値は①の３，１７０㎥／秒と

なる。 

  

以上のとおり、思川・乙女地点の１／１００洪水流量は上流ダムなしで、３，７００

㎥／秒以下の値になることは確実である。計画高水流量３，７００㎥／秒は河川改修に

よって達成できる河道の流下能力を示しているから、思川においては治水面では南摩ダ

ムをはじめ、上流ダムは全く不要であると判断される。思川の治水計画において南摩ダ

ム等の上流ダム群が必要とされているのは、基本高水流量が過大に設定されているから

であって、１／１００に相当する洪水流量が科学的に求められれば、河川改修だけで対

応可能な計画高水流量３，７００㎥／秒を下回る値になるのである。 
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（２）国交省の反論への再反論 

上記の流量確率法による計算について国土交通省は「昭和 28 年以前の明らかに大き

な洪水を検討の対象とせず、昭和 28(1953)～平成 18(2006)年の 53 年間の実績流量デ

ータを用いて確率統計処理により算出した 1/100 確率流量は、恣意的に過小評価した

結果であり、計画規模の検証にはほとんど意味がなく、思川・乙女地点の基本高水の

ピーク流量 4,000 ㎡/秒は過大であるという根拠には到底なり得ない」と反論している。

（乙第 73－1 号 国土交通省の回答「南摩ダムについて」9～10 頁） 

しかし、この反論は実績流量データを用いて、流量確率法により１/１００確率流量

を求めることの意味を何ら理解しないものである。国土交通省は１/１００確率流量を

雨量確率法で求めることを基本としている。すなわち、流域の１/１００確率雨量を求

め、それを過去の洪水データに当てはめて雨量を引き伸ばした上で、貯留関数法の流

出計算モデルにより１/１００洪水流量を計算する。この雨量確率法は流出計算モデル

の係数の設定が妥当か否かなど、計算者の判断要素が入るので、客観的なものではな

い。そこで、雨量確率法による１/１００確率流量の妥当性を計算者の判断要素が一切

入らない方法で科学的に検証するのが流量確率法である。 

それに使う実績流量はあくまで観測値に基づいた確かな数字でなければならない。

そこで、筆者らは思川・乙女地点については観測が開始された１９５３年以降の実績

流量データを用いて流量確率法により、１／１００確率流量を求めたのである。 

国土交通省は１９５３年より前の実績流量も入れるべきだと主張しているが、その

実績流量とは観測値ではなく、雨量確率法の計算でも使用した流出計算モデルで推定

した値であるから、モデルの問題点を含み、不確かなものである。流出計算モデルの

妥当性を検証するのに、同じモデルで求めたデータを使ってはならないことは自明の

ことであって、国土交通省は科学的な計算を行う際の基本ルールを無視している。 

 

〔補足〕思川の上流ダム群 

思川の治水計画では思川上流ダム群として合計２，７４０万㎥の治水容量を確保

することになっている。しかし、そのうち、実際に計画されているのは、南摩ダム

の５００万㎥しかない（【図表２－３－７】）。残りの２，２４０万㎥についてのダ

ム計画はなく、ダム計画を策定する動きもない。思川の流域においては過去に南摩

ダムの他に行川（なめかわ）ダムと東大芦川ダムの計画があった。前者は水資源機

構ダムで、旧思川開発事業計画の一部を構成していたが、２０００年度の思川開発

事業計画の規模縮小に伴って中止になった。後者は栃木県の県営ダムとして計画さ

れていたが、必要性が失われたことにより、２００３年度に中止されている。 

思川の治水計画は、基本高水流量４，０００㎥／秒を計画高水流量３，７００㎥

／秒に落とすため、合計で２，７４０万㎥の治水用量の思川上流ダム群が必要とさ
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れているが、南摩ダム以外は具体的なものはなく、全くの机上の話でしかない。こ

のように、国の治水計画は具体性のない思川上流ダム群の建設を前提としてつくら

れているのであるから、その計画自体が全く根拠を欠き、無効だと言わざるをえな

い。 

 

 

４ 利根川に対する治水効果の虚構 

（１）渡良瀬遊水地の役割   

１で述べたように、南摩ダムによる利根川の栗橋地点の洪水ピーク流量の削減効果は

約５０㎥／秒である。この計算も、現実と遊離した前提条件をおいた机上の計算による

ものであるが、それによって算出されたのが、わずか５０㎥／秒の効果であり、利根川・

栗橋地点の洪水流量想定値と比べれば、０．３％程度に過ぎない。このように国土交通

省の計画でも南摩ダムは利根川に対して微々たる治水効果しか持ち得ないのである。 

そして、南摩ダムの利根川・栗橋地点への治水効果に関しては、さらに重要な問題が

ある。それは、思川と利根川との間に大きな洪水調節池、渡良瀬遊水地が存在している

ことである。【図表２－３－８】に示すとおり、渡良瀬川、思川、巴波川の最下流に渡

良瀬遊水地があって、それら支川の洪水が利根川の洪水ピーク流量に影響しないように、

渡良瀬遊水地内の三つの洪水調節池に越流させる仕組みがつくられている。 

渡良瀬遊水地は洪水調節容量が現状で１７，１８０万㎥もある、巨大な洪水貯留施設

である。利根川の治水計画では、同図のとおり、渡良瀬川、思川、巴波川の計画高水流

量、それぞれ４，５００㎥/秒、３，７００㎥／秒、１，２００㎥／秒が渡良瀬遊水地

で調節され、利根川・栗橋地点の洪水ピーク流量への影響をゼロにすることになってい

る。前述のとおり、思川・乙女地点の基本高水流量は３，７００㎥／秒にもならないの

であるから、仮に南摩ダムがないことによって、思川の洪水ピーク流量が国の計算どお

りに６５㎥／秒増えたとしても、それを含む洪水ピーク流量の全量が渡良瀬遊水地で調

節されることになる。このように、思川の洪水ピークは渡良瀬遊水地の巨大な洪水調節

容量に吸収されてしまうので、南摩ダムの治水効果が利根川の洪水ピーク流量の削減に

寄与することはない。 

以上述べたとおり、国土交通省が行った、利根川・栗橋地点に対する南摩ダム治水効

果の計算は渡良瀬遊水地池の存在を無視した、全く意味のないものである。 

 

（２）国交省の反論への再反論 

渡良瀬遊水地の存在について国土交通省は「渡良瀬川(思川等の支川を含む)では、草

木ダム等の洪水調節施設により渡良瀬遊水地に流入する洪水流量を計画高水流量以下

に低減し、さらに渡良瀬遊水地の洪水調節により、渡良瀬川の利根川への合流量が、利

根川本川の計画高水流量に影響を与えないようにする計画としている。すなわち、ダム
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等の洪水調節施設と渡良瀬遊水地により利根川への合流量を洪水調節するものであり、

南摩ダムは草木ダム同様、その一翼を担う洪水調節施設である」と反論している。（乙

第 73－1号 国土交通省の回答「南摩ダムについて」7 頁） 

利根川への南摩ダムの治水効果は国土交通省の計画でも微々たるもので、栗橋地点

の計画高水流量に対する南摩ダムの効果の割合はたった０．５％だけであるが、それも

巨大な洪水貯留施設である渡良瀬遊水地の存在を無視したものである。渡良瀬遊水地に

よる大きな洪水調節作用があるので、南摩ダムのきわめて小さい治水効果が、利根川の

洪水ピーク流量の削減に寄与することなどあるはずがない。国土交通省の反論は具体的

に数字を示したものではなく、単に治水計画の考え方を述べるだけにとどまっている。 

 

５ 必要な治水対策を遅らせる南摩ダム建設事業 

以上述べたように、南摩ダムは思川の治水対策としても利根川の治水対策としても意

味のないものであるから、利水面だけでなく、治水面においても南摩ダムの建設に巨額

の公費を投じるのはまことに愚かなことである。そして、そのために栃木県も下流都県

（埼玉県、東京都、千葉県、茨城県）も南摩ダムに対して巨額の費用負担を強いられて

いる。 

河川事業の予算は限られているのであるから、最少の費用で最大の効果のある治水

対策、流域住民を洪水氾濫の危険から確実に守ることができる合理的な治水対策が選択

されなければならない。思川に関しては、２００２年７月洪水のときに乙女地点の洪水

位が氾濫危険水位を超え、ほぼ計画高水位まで達することがあった（【図表２－３－９】、

【図表２－３－１０】参照、甲Ｃ第５５号証）。そのときの最大洪水流量は３，１３０

㎥／秒で、大きな値であったが、計画高水流量３，７００㎥／秒と比べれば小さく、こ

の洪水流量で計画高水位まで水位が上昇するということは河川改修が遅れていること

を意味する。すなわち、計画上は計画高水流量の洪水が流れたときに、水位が計画高水

位まで上昇することになっているから、２００２年７月洪水における水位の異常上昇は

河道上の問題によるものである。 

そこで、乙女地点付近の現状の河道断面図（国土交通省 2002 年 2 月測量）をみる

と、【図表２－３－１１】のとおり、河床の高水敷の高さが計画値より約２ｍも高くな

っており、このことが水位の異常上昇を引き起こした主因であると考えられる。現状で

は計画高水位の高さで３，１３０㎥／秒しか流せないが、この河床掘削を行えば、計画

高水流量の３，７００㎥／秒を流せるようになるので、洪水の流下能力を差し引き５７

０㎥／秒も増やすことができる。一方の南摩ダムは、思川での洪水ピーク流量削減効果

は国の計画でもわずか６５㎥／秒で、実際はこれを大きく下回ると考えられるから、治

水対策としては前者の方がはるかに効果的である。むしろ、南摩ダム等の大規模開発事

業に巨額の河川予算が使われ、そのために、思川で本来行われるべき河床掘削などの河

川改修がなおざりにされているのである。 
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治水対策上、無意味な南摩ダムの建設に巨額の費用を投じるのを止めて、今直ちに必

要とされている河川改修にその費用を使うべきである。南摩ダム建設事業は必要な治水

対策を遅らせてしまうという意味でも、進めてはならない事業なのである。  

 

６ 小括 

① 南摩川は小川のような川であるから、そこに南摩ダムをつくっても思川や利根川の

治水に寄与するはずがない。南摩ダムの治水効果は国土交通省の計画でも、わずかなも

のであって、思川・乙女地点と利根川・栗橋地点の計画高水流量に対する南摩ダムの効

果の割合はそれぞれ１．８％、０．３％にすぎない。 

② 国土交通省の計画が示す南摩ダムの治水効果は現実と遊離した机上の計算によるも

のであって、実際の治水効果はさらに小さい。南摩ダム予定地と思川・乙女地点の観測

流量から、思川・乙女地点における南摩ダムの洪水ピーク流量の削減効果を求めてみる

と、わずか１％程度に過ぎない。洪水流量の観測誤差以下の微々たるものである。 

③ 利根川に対する治水効果に関しては、思川と利根川との間に巨大な洪水調節池、渡

良瀬遊水地が存在している。渡良瀬川、思川、巴波川の洪水ピークは渡良瀬遊水地の巨

大な洪水調節容量に吸収されてしまうから、南摩ダムのきわめて小さな治水効果が利根

川の洪水ピーク流量の削減に寄与することはなく、効果はゼロであると考えられる。 

④ 思川・乙女地点の治水計画は１／１００の洪水流量が想定され、ダムなしの場合が

４，０００㎥／秒（基本高水流量）で、それを思川ダム群によって３，７００㎥／秒（計

画高水流量）に落とすことになっているが、この１／１００の洪水流量４，０００㎥／

秒は観測流量から見て過大な値であって、１／１００の洪水流量を科学的に求めれば、

３，７００㎥／秒を下回ることは確実である。したがって、思川においてはダムによる

洪水調節はまったく不要である。 

⑤ 思川の治水計画では思川上流ダム群として合計２，７４０万㎥の治水容量を確保す

ることになっているが、そのうち、実際に計画されているのは、南摩ダムの５００万㎥

しかない。残りの２，２４０万㎥についてのダム計画はなく、ダム計画を策定する動き

もない。このように、国の治水計画は具体性のない思川上流ダム群の建設を前提として

つくられているから、その計画自体が無効だと言わざるをえない。 

⑥ 河川事業の予算は限られているから、最少の費用で最大の効果のある治水対策、

流域住民を洪水氾濫の危険から確実に守ることができる合理的な治水対策が選択され

なければならない。ところが、思川に関しては南摩ダムの建設が優先されて河道掘削等

の河川改修がなおざりにされ、そのため、２００２年７月洪水のときには乙女地点の洪

水位が氾濫危険水位を超えることもあった。治水対策上、無意味な南摩ダムの建設に巨

額の費用を投じるのを止めて、今直ちに必要とされている河川改修にその費用を使うべ

きである。南摩ダム建設事業は必要な治水対策を遅らせてしまうという意味でも、進め

てはならない事業なのである。 
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第３章 湯西川ダムに関する検証 

  

  湯西川ダムは、国土交通省が利根川水系鬼怒川の支川・湯西川に建設する予定の多

目的ダムである。栃木県は湯西川ダム建設事業に対して治水目的の費用の一部を負担

してきているので、湯西川ダムが鬼怒川の治水対策の面で必要な施設か否かについて

検証することにする。 

参考のため、鬼怒川の既設ダムと湯西川ダムの位置と諸元を【図表３－１】に示す。 

 

１ 鬼怒川の治水計画に割り込んだ湯西川ダム 

（１） 湯西川ダムが登場する前の鬼怒川の治水計画 

まず、湯西川ダム計画が登場する以前の鬼怒川の治水計画をみることにする。１

９６５年４月の河川法改正後、利根川水系全体の治水計画（旧河川法による工事実

施基本計画）が策定されたのは１９８０年であるが、鬼怒川の部分のみは先行して

１９７３年に策定されている。建設省関東地方建設局の「利根川百年史」（甲Ｄ第４

号証の１）には、１９７３年工事実施基本計画による鬼怒川治水計画の骨子が次の

ように記されている（980～981 頁）。なお、基本高水流量は上流ダムによる洪水調節

がない場合の洪水流量、計画高水流量は上流ダムによる洪水調節後の洪水流量で、

河道で対応する流量を示している。 

「① 基本高水流量 

基準地点石井における超過確率１／１００の流量８，８００㎥／秒を基本高水

流量とした。 

② 計画高水流量 

計画高水流量は石井上流の流下能力等により判断して超過確率１／１００で６，

２００㎥／秒とし、下流の水海道においては、田川等下流の残流域からの合流量

および鬼怒川の河道低減効果を勘案し、５，０００㎥／秒とした。 

③ 洪水調節計画 

石井地点の計画高水流量を６，２００㎥／秒にするために、上流の既設の五十

里ダム・川俣ダムのほかに川治ダムを建設して、２，６００㎥／秒の調節を行う

こととした。」 

 当時の計画では、五十里ダム、川俣ダム、川治ダムの３ダムによって、石井地点の基

本高水流量８８００㎥／秒を計画高水流量６２００㎥／秒に落とすことになっており、

ダムに関しては上記３ダムで鬼怒川の治水計画は完結することになっていた。 

 

（２） 湯西川ダムが登場した後の鬼怒川の治水計画 

次に、湯西川ダム計画が登場した後の鬼怒川治水計画をみると、【図表３―２】のと

おりである。この資料は１９８５年度の湯西川ダム建設基本計画の策定のために作成さ
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れたものである。 

湯西川ダム地点で８５０㎥／秒のうち、８１０㎥／秒を調節し、鬼怒川の石井地点で

は既設の３ダム（五十里ダム、川俣ダム、川治ダム）と合わせて、基本高水流量８，８

００㎥／秒のうちの２，６００㎥／秒をカットして計画高水流量を６，２００㎥／秒に

するというものである。石井地点でのカット量２，６００㎥／秒のうち、湯西川ダムの

効果は３７０㎥／秒となっている。また、石井地点の基本高水流量８，８００㎥／秒は

１００年に 1 回の洪水を想定したものである。 

 

（３）湯西川ダムの治水計画と鬼怒川本来の治水計画との比較 

（１）に示した湯西川ダムに関連した鬼怒川治水計画と、（２）に示した鬼怒川本来

の治水計画を比較してみると、鬼怒川の計画の数字がまったく同じであることがわかる。

鬼怒川石井地点の基本高水流量は８，８００㎥／秒であり、それを上流ダム群で調節し

て、２，６００㎥／秒をカットし、計画高水流量を６，２００㎥／秒にするという点は

何ら変わらない。異なるのは（１）では湯西川ダムを除く３ダムで調節するのに対して、

（２）では湯西川ダムと３ダムとを合わせて４ダムで調節することになっていることで

ある。 

鬼怒川の本来の治水計画では五十里ダム、川俣ダム、川治ダムによって、上流ダム群

による洪水調節が完結することになっていたにもかかわらず、湯西川ダム建設計画を策

定するにあたり、湯西川ダムも入れた治水計画に変わったのであるが、鬼怒川・石井地

点における洪水のカット量はまったく同じなのであるから、湯西川ダムを入れる必要性

はゼロである。屋上屋を重ねるような治水ダムの計画である。湯西川ダム抜きで成立し

ていた鬼怒川の治水計画になぜ、湯西川ダムを入れなければならないか、まことに不可

解である。 

以上の経過は、湯西川ダム建設計画が持ち上がってきたため、３ダムだけで完結して

いた鬼怒川の治水計画に湯西川ダムを割り込ませることになったことを示している。 

 

〔国土交通省の反論への再反論〕 

湯西川ダムの治水効果について国土交通省は「利根川の治水対策上、鬼怒川において

新規ダムが必要とされており、また、新規水需要に対処するために水資源開発が必要と

されていたことから、特定多目的ダム法に基づく湯西川ダムの建設に関する基本計画が

昭和 61年 3 月に公示され、平成 4 年 4月に改定された工事実施基本計画において、既設

の五十里ダム、川俣ダム及び川治ダムのほかに湯西川ダムを建設することが明記され

た。」と反論している。（乙第 71－1 号 国土交通省の回答「湯西川ダム建設事業につい

て」3 頁） 

治水面で湯西川ダム計画を加えた理由は利根川の治水対策にあるという反論であるが、

それならば、湯西川ダム計画が入る前と入った後で、利根川に合流する鬼怒川の下流・
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水海道地点の計画高水流量がなぜ変わらず、５，０００㎥／秒のままなのであろうか。

利根川への鬼怒川の合流量を減らすために、湯西川ダムが必要とされたというならば、

水海道地点の計画高水流量が小さくならなければならない。ところが、湯西川ダムが加

わっても、利根川への鬼怒川の合流量が同じなのであるから、鬼怒川の治水計画では利

根川の治水対策に対する湯西川ダムの効果をゼロと見ていることになる。このように利

根川の治水対策から見ても湯西川ダムの必要性は生まれてこないので、国土交通省の反

論は意味を成さないものになっている。 

 

 

２ 利根川河川整備基本方針による変更で新たな矛盾が生じた鬼怒川の治水計画 

（１）利根川水系河川整備基本方針による鬼怒川治水計画の変更 

１９９７年の河川法の改正により、水系ごとに河川整備についての長期的な方針であ

る河川整備基本方針と今後２０～３０年間に行う河川整備の内容を定める河川整備計

画を策定することになった。利根川水系では、この改正から９年も経過した２００６年

２月１４日に利根川水系河川整備基本方針が策定された。この河川整備基本方針は、従

来の利根川水系工事実施基本計画のきわめて過大な基本高水流量２２，０００㎥／秒

（八斗島地点）を無批判に踏襲したため、十数基以上の新規ダム群の建設など、実現が

不可能なことを含む、非現実的な計画である。この基本方針による鬼怒川の治水計画は

【図表３－３】のとおりである（甲Ｄ第６号証）。 

一方、従来の利根川水系工事実施基本計画による鬼怒川の治水計画は１の（１）で述

べたとおりであるが、【図表３－３】と同じ形式で示すと、【図表３－４】のとおりであ

る（甲Ｄ第７号証）。 

基本方針と工事実施基本計画との違いは、石井地点の基本高水流量は８，８００㎥／

秒のままであるが、計画高水流量が６，２００㎥／秒から５，４００㎥／秒へと、８０

０㎥／秒小さくなっていることである。 

１９７３年の工事実施基本計画の改定では、１（１）で示したとおり「石井上流の流

下能力等により判断して」計画高水流量を６，２００㎥／秒としていたにもかかわらず、

５，４００㎥／秒に変更されている。 

 

（２）鬼怒川治水計画の新たな矛盾 

計画高水流量は基準地点における計画流下能力を示すものであって、計画河道断面を

確保すれば流下が可能ということを前提にして定められている。計画河道断面が変わっ

たのであればともかく、【図表３－５】のとおり、石井地点の河川整備基本方針の計画

河道断面は工事実施基本計画のそれとほとんど変わっていない。石井地点の川幅は同じ

５９０ｍのままであり、計画高水位は１０２．０９ｍと１０２．０３ｍであり、ほとん

ど差がない。計画河道断面が同じであるのに、計画流下能力が６，２００㎥／秒から５，
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４００㎥／秒へと、８００㎥／秒も小さくなることはありえないことである。利根川本

川、渡良瀬川、小貝川をみても、河道整備により、河川整備基本方針の計画高水流量は、

工事実施基本計画のそれと同じか、大きくなっており、鬼怒川のように計画高水流量、

すなわち、計画流下能力が小さくなるのは不可解なことである。 

計画高水流量をわざわざ小さくした理由は、湯西川ダムの効果を示すことにあると推

測される。上流ダムの数が３基から４基に増えても、鬼怒川への効果が同じでは具合が

悪いので、石井地点の計画高水流量６，２００㎥／秒を５，４００㎥／秒に切り下げた

のである。 

このように数字の変更がされたのは、２００４年１１月の本件の訴状（２０頁～２１

頁）により、鬼怒川の治水計画で湯西川ダムを加えた効果がゼロになっていることが指

摘され、２００６年２月策定の利根川水系河川整備基本方針ではそれへの対応が必要に

なったからだと推測される。 

しかし、このことによって逆に新たな矛盾が生じることになった。鬼怒川の下流側の

基準地点、水海道の計画高水流量は５，０００㎥／秒のままになっている。石井地点か

ら水海道地点までの間で支川「田川」等の流入がある一方で、川幅が広がって河道内の

貯留効果があるので、洪水ピーク流量が小さくなるのであるが、工事実施基本計画では

６，２００㎥／秒から５，０００㎥／秒へと、１，２００㎥／秒の減少を見込んでおき

ながら、河川整備基本方針では５，４００㎥／秒から５，０００㎥／秒へと、４００㎥

／秒の減少しか見ていない。なぜ 1／３に減ってしまうのか。河道内貯留効果は河道の

状態が変わらない限り、変わるはずがないものであるにもかかわらず、大きく変わって

しまったのである。湯西川ダムのために数字を操作したことによるものだと考えざるを

えない。 

 

〔国土交通省の反論への再反論〕 

河道内の貯留効果の変化について国土交通省は「河道内の貯留効果は、川の勾配や

川幅など河道形状に左右されるものである。昭和 45 年以降の鬼怒川の河道を見ると、河

床は低下傾向にある。また、鬼怒川下流部は、現況において流下能力が計画高水流量に

満たないため、将来において河道断面の増大を図る必要がある。鬼怒川の河床低下や河

川改修による河道形状の変化に伴い、河道内の貯留効果が変化するのは当然であり、河

道内の貯留効果は不変のものではない。」と反論している。（乙第 71－1号 国土交通省

の回答「湯西川ダム建設事業について」6 頁） 

河道の状況で河道内の貯留効果が変わるのは当然のことである。ここで問題として

いるのはそのような一般論ではなく、計画河道の状況に大きな変化がないにもかかわら

ず、工事実施基本計画で見込んでいた石井－水海道間の河道貯留効果１，２００㎥／秒

が河川整備基本方針では１／３の４００㎥／秒と、大きく変わったことである。工事実

施基本計画でも河川整備基本方針でも計画河道の状態が基本的に同じであるはずなのに、
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河道貯留効果が１／３に縮小してしまうのはありえないことである。国土交通省の反論

はそのことに何も答えていない。 

 

 

３ 鬼怒川・石井地点の過大な基本高水流量 

多くの水系では基本高水流量を過大に設定することによって、必要性のないダム計画

を治水計画に盛り込むことが行われてきている。利根川本川では、八斗島地点の基本高

水流量を２２，０００㎥／秒というきわめて過大な数字に設定することによって、八ッ

場ダム等を治水上、必要なものだという位置づけが無理矢理行われてきた。鬼怒川も同

様である。ここでは、鬼怒川・石井地点の基本高水流量の８，８００㎥／秒の根拠が希

薄であって、実際の 1／１００（１００年に１回）の洪水ピーク流量はもっと小さい値

であり、その面から湯西川ダムが不要なものであることを述べる。 

 

（１） 石井地点の基本高水流量の計算方法 

河川整備基本方針は工事実施基本計画の石井地点の基本高水流量８，８００㎥／秒を

そのまま引き継いでいる。１９７３年の工事実施基本計画に定められた基本高水流量８，

８００㎥／秒については、その時の作成資料は残っておらず、次の記述があるのみで、

計算根拠の詳細は不明である（甲Ｄ第７号証の２）。 

工事実施基本計画 

基本高水の検討 

① 計画規模：1／１００ 

② 確率流量評価手法：複合確率手法 

   対象洪水：Ｓ１１～Ｓ４１の５８洪水により設定 

③ 石井地点１／１００ 流量：８，７９０㎥／ｓ 

④ 基本高水のピーク流量：８，８００㎥／ｓ 

 

河川整備基本方針は工事実施基本計画の８，８００㎥／秒を引き継ぐにあたって、次

の二つの方法で一応の検証を行っている。国土交通省の資料からそのまま引用する（甲

Ｄ第 7 号証の２）。 

河川整備基本方針 

「① 流量確率による検証 

 蓄積された流量データ（昭和４１年～平成１４年：６７年間）を確率統計処理

することにより、基本高水のピーク流量を検証した結果、基準地点石井における１

／１００確率規模の流量は７，０００～９，５００㎥／秒となった。 

② 既往最大による検証 

近年において最大の降雨量であった平成１０年８月洪水の実績降雨量のもとで、
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近年で最大の流量を記録した平成１０年９月洪水の降雨パターンが発生した場合の

基準地点石井のピーク流量は約８，８００㎥／秒となる。」 

 

（２）石井地点の実績流量への疑問 

ア 実績流量の大半は計算流量 

上記の二つの検証のうち、「②既往最大による検証」は第２章、第３、３、（２）で述

べたとおり、洪水流出計算モデルによる計算であるので、モデルが妥当か否かという問

題がある。それについては後述する。一方、「① 流量確率による検証」は統計的な手

法を用いて実績流量データから直接、1／１００の洪水ピーク流量を求めるもので、観

測値をベースにするから、本来は科学的なものである。ところが、国土交通省が計算に

用いた鬼怒川の石井地点の実績流量には計算による推定値が大半を占めている。 

石井地点において、流量観測がきちんと行われたのはわずかな期間であり、ほとんど

の年は実績流量といっても、流出モデルによる計算流量などが使われている。この流量

確率の計算に使われた毎年の流量データの算出方法は【図表３-６】のとおりであって、

流量年表と記載されているもの（流量観測がきちんと行われたもの）は昭和１４～１６

年、２８、３０、３２～３４年だけである。大半は計算流量であって、そのほかにＨＱ

換算といって、水位データから推測したものもある（甲Ｄ第８号証の２）。 

 

イ 計算実績流量は明らかに過大 

この計算流量や推測流量の数字が妥当かどうかは、石井地点より下流の水海道地点の

観測流量によって検証することができる。水海道地点では流量観測が１９５０年から行

われていて年最大流量が流量年表に記載されている。水海道地点と石井地点との流量の

関係をみたのが、【図表３－７】である。普通の河川では下流に行くほど、洪水ピーク

流量が大きくなるが、鬼怒川の場合は特殊であって、石井地点（流域面積１，２３０㎢）

よりも下流の水海道地点（１，８２２㎢）の方が、洪水ピーク流量が小さくなる傾向が

ある。それは２（２）で述べたように、川幅が広がることによって河道内の貯留効果が

働くからである。実際にこの図をみると、流量年表に記されている石井地点の観測値は

水海道の観測値を上回っていることが多い。しかし、それでも石井地点の観測値は水海

道の観測値の１．５倍以下の範囲にとどまっている。 

工事実施基本計画では計画高水流量が石井地点６，２００㎥／秒、水海道地点５，０

００㎥／秒で、１．２４倍、河川整備基本方針では計画高水流量では石井地点５，４０

０㎥／秒、水海道地点５，０００㎥／秒で、１．０８倍であり、治水計画ではいずれも

石井地点から水海道地点までの流下によるピーク流量の減少をあまり大きくは見てお

らず、１．５倍よりかなり小さい値にとどまっている。 

ところが、計算推測流量の石井地点の値を見ると、水海道地点の１．５～２倍になっ

ているものが数多くあるし、２．４倍になっているものさえある。実際の観測値から見
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て明らかに過大であるものがいくつか含まれているのである。２．４倍の場合を考える

と、石井地点で５，４８３㎥／秒あったピーク流量が鬼怒川を流下すると、水海道地点

では２，２７３㎥／秒まで大きく低下することになり、現実にはありえない現象が生じ

てしまう。 

計算推測流量が明らかに過大な値になるのは、洪水流出計算のモデルや水位流量換算

式が計算対象洪水の河川の状況に合っていないからであると考えられる。 

 

〔国土交通省の反論への再反論〕 

石井地点の計算流量の信頼性について国土交通省は「（石井地点の）HQ換算流量は、

観測地点における過去の数多くの実測水位とその時の実測流量から、水位(H)と流量(Q)

の関係式(水位流量曲線)を作成し、その関係式を用いて、洪水時の水位から流量を換算

して求めるもので、石井基準地点における実測水位の記録があれば洪水流量を求めるこ

とができる。計算による推定流量(計算流量)は、流域からの流出形態を再現した流出計

算モデルにより、降雨から洪水流童を求めるもので、石井基準地点における水位等の観

測値がなくても、流域の降雨量データがあれば洪水流量を求めることができる。」と反論

している。（乙第 71－1号 国土交通省の回答「湯西川ダム建設事業について」9頁） 

しかし、河川は河床が土砂堆積で高くなったり、逆に浸食で低くなったりして河道の

状態が変化するので、水位と流量との関係は一定ではない。だから、河川の流量を出す

ために、毎年、水位と流量の観測結果からその関係式を作り直しているのであって、国

交省が主張する「実測水位の記録があれば洪水流量を求めることができる。」というもの

では決してない。河川の専門家とは思えない主張である。したがって、水位の記録だけ

で求めた HQ 換算流量は信頼性が低いと考えざるを得ない。 

また、流出計算モデルによる雨量からの流量の算出はモデルの係数の設定でどのよう

にでも変わるので、計算流量が実測流量に合うように適切に設定されないと、計算流量

の信頼性は低い。鬼怒川に関してはそのようにモデルの係数が適切に行われたことを示

す資料が見当たらず、係数に一般的な値が使われた可能性が高く、その結果として、水

海道地点の観測流量から見て、異常に大きい流量が算出されたと推測される。 

 

ウ 検証に値しない河川整備基本方針の検証 

河川整備基本方針では、「① 流量確率」により、基本高水流量８，８００㎥／秒が

過去の実績流量から見て妥当である旨検証したとしているが、上述のとおり、実績流量

として実際の流量より過大な値を使っているのであるから、検証にはまったくなってい

ない。 

また、河川整備基本方針では、「②既往最大による検証」も行われているが、そこで

洪水流量の計算に使われた流出モデルは過去の実績流量の計算と同じものが使用され

たと考えられる。上述のとおり、そのモデルは河川の状況に合っていないことは明らか
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であるから、その検証も意味がないものになっている。 

  

（３）石井地点の妥当な１／１００流量 

石井地点の過大な流量を修正した場合に 1／１００（１００年に 1 回）の洪水ピーク

流量がどの程度下がるかをみるため、次の計算を行ってみた。 

水海道の観測データがある年について石井地点の計算推測流量が水海道の１．５倍を

超える場合は１．５倍に修正し、その他の石井地点の値はそのままにして、国土交通省

と同様の流量確率法により、1／１００の流量を求めた。ただし、上流ダム群によるカ

ットがある洪水については国土交通省が算出したカット量を加算した値を用いた。８種

類の統計手法の計算結果は【図表３－８】のとおり、４，８６１～８，９２９㎥／秒の

範囲にあってバラツキが随分大きいが、その中からどれを選ぶかは適合度 SLSC（計算

に使った統計データが統計手法の分布にどの程度適合しているかを示す指標）によって

判断する。（第２章の第３の３（１）の〔注〕参照） 

SLSC＜0.03 が満足すべき適合度の判定基準である（宝馨「水文頻度解析における確

率分布モデルの評価基準」土木学会論文集第393号/Ⅱ-9 1998年5月、甲Ｄ第９号証）。 

SLSC＜0.03 の条件を満たすのは、同表では対数ピアソンⅢ型分布（対数空間法）だ

けであって、それによる１／１００流量は８，０９３㎥／秒であり、基本高水流量８，

８００㎥／秒より約７００㎥／秒も小さい。 

これは水海道の観測データがある１９５０年以降についてのみ、石井地点の流量を補

正した場合であって、１９３６～１９４９年の石井地点の流量の中にも過大の値が含ま

れていると考えられる。さらに、石井地点と水海道の流量比を最大１．５としたけれど

も、実際にはもっと小さい比である可能性が高い。この２点を考慮すると、石井地点の

本当の１／１００流量は上記の８，０９３㎥／秒よりもっと小さい値であると考えられ

る。 

 

（４）石井地点の妥当な 1/100 洪水ピーク流量からみて、湯西川ダムは必要か？ 

１（２）で述べたように、工事実施基本計画では石井地点の基本高水流量８，８００

㎥／秒のうち、上流ダム群でカットする量は２，６００㎥／秒で、そのうち、湯西川ダ

ムの効果は３７０㎥／秒とされていた。これは石井地点の計画高水流量が６，２００㎥

／秒の場合である。また、２（１）で述べたように、河川整備基本方針では、石井地点

の計画高水流量が５，４００㎥／秒に変更され、上流ダム群によるカット量は３，４０

０㎥／秒となっている。したがって、現在の計画高水流量の場合、湯西川ダムの効果を

比例計算で推測すれば、３７０×３４００÷２６００＝約４８０㎥／秒となる。 

一方、上記（３）で述べたように、石井地点の基本高水流量８，８００㎥／秒は過大

であって、過去の実際の流量に基づいて正しく計算すれば、1／１００の洪水ピーク流

量が８，１００㎥／秒以下になることは確実である。このように石井地点の基本高水流
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量は妥当な値より７００㎥／秒以上も過大なのであるから、それを正しく見直すだけで

湯西川ダムの効果約４８０㎥／秒をはるかに上回る流量削減を図ることができる。 

以上のように、鬼怒川の基本高水流量を正しく見直せば、湯西川ダムは鬼怒川の治水

計画において不要なものになるのである。 

 

 

４ 河川改修が遅れている鬼怒川 

（１）流下能力が不足している鬼怒川下流部 

次に鬼怒川の河道の現状を見ることにする。 

利根川水系河川整備基本方針では、２（１）で述べたように、鬼怒川の計画高水流量

は石井地点で５，４００㎥／秒、水海道地点で５，０００㎥／秒となっているが、これ

は長期的に達成する河道整備の目標流量であって、今後３０年間に行う河川整備の内容

を定める利根川水系河川整備計画ではもっと小さい目標流量が設定される。この河川整

備計画については２００６年１１月末から策定作業が始まったが、２００７年２～３月

に開かれた公聴会で市民から国土交通省の考えに対して多くの異論が出たため、未だに

整備計画の原案も提示されない状況である。ただし、整備計画による河道整備の目標流

量の案はすでに示されていて、石井地点は４，４００㎥／秒、水海道地点は３，７００

㎥／秒となっている（甲Ｄ２１号証 国土交通省「利根川水系河川整備計画の主要メニ

ュー」）。これは 1/３０の想定洪水流量に対応するものとされている。 

国土交通省が利根川の直轄区間（国が管理している区間）について現況流下能力の計

算を行っているので、筆者はその計算結果を情報公開請求で入手した。 

【図表３－９】、【図表３－１０】は鬼怒川の国直轄区間について現況流下能力、計画

高水流量、整備計画の目標流量案をグラフ化したものである。二つの図はそれぞれ、左

岸の状況、右岸の状況を示している。図中のスライドダウン堤防高で評価した現況流下

能力とは、現況の堤防を評価する上で、堤防の高さだけではなく、堤防の幅も考慮に入

れたものである。堤防の幅が不足していれば、一定の方法で不足分だけ、堤防の高さを

低く評価するものである。 

この現況流下能力、計画高水流量、整備計画の目標流量案を比較してみると、鬼怒川

直轄区間の上流部はほとんどのところで左岸、右岸とも現況流下能力が整備計画の目標

流量案だけでなく、長期的な目標流量である計画高水流量をも上回っているのに対して、

下流部は状況ががらりと変わる。計画高水流量を大きく下回っているだけでなく、距離

標２５～２６kmより下流では左岸、右岸とも整備計画の目標流量案を８００～１，０

００㎥／秒も下回っているところが多い。このように、鬼怒川直轄区間の下流部は流下

能力の増強が非常に遅れている状況にある。 

 

（２）破堤の危険性を含む鬼怒川の堤防 
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国土交通省は２００２年度から一級水系の直轄区間について堤防の強度の点検調査

を実施してきている。堤防は改修を何度も重ねてきたもので、十分な強度が確保されて

いるとは限らず、洪水時に河川の水位が高い状態が維持されると、水の浸透で堤体がゆ

るんで堤防が崩れたり（すべり破壊）、あるいは堤防にみず道が形成されて堤防が崩壊

したりする（パイピング破壊）危険性がある。２００４年 7 月の豪雨で新潟県の五十嵐

川（信濃川の支流）の堤防が１００ｍにわたり決壊して、凄まじい被害をもたらした。

堤防というものは場所によっては予想外に脆弱なものなのである。 

鬼怒川についてもその破堤の危険度が調査されてきているので、筆者はその調査結果

のデータを情報公開請求で入手して、現況堤防のすべり破壊・パイピング破壊の危険度

を整理してみた。【図表３－１１】が鬼怒川左岸の状況、【図表３－１２】が右岸の状況

を示している。縦軸の安全度は目標基準値に対する割合を示すもので、１以上であれば

よいが、１を下回れば安全度が不足し、１から下に行くほど、その不足度が大きいこと

を表している。これらの図を見ると、鬼怒川は左岸、右岸とも直轄区間の中流、上流に

かけてすべり破壊・パイピング破壊の安全度が１を大きく下回っている堤防が随所にあ

ることが分かる。洪水時に破堤の危険性があるところがこれほど多くあるのであるから、

その堤防強化対策をすみやかに進めなければならない。 

 

（３）最少の費用で最大の効果がある治水対策を！ 

以上のように、鬼怒川の直轄区間の下流部では流下能力がかなり不足しており、また、

上中流部では破堤の危険性のある堤防が随所にあるから、堤防を嵩上げしたり、河床を

掘削して流下能力を高めるとともに、堤防の脆弱箇所を改善する河川改修をすみやかに

行うことが求められている。利根川の本川、他の支川でも状況は同じであって、このよ

うな河川改修が急務となっている。 

ところが、利根川では【図表３―１３】のとおり、公共事業費の削減に伴って、河川

の事業費が年々減ってきている。しかし、急減しているのは河川改修の事業費であって、

１９９８年度には１，０５１億円あったのが、２００７年度は４９５億円であり、半分

以下になっている。一方、ダム建設の事業費は、１９９８年度は４９０億円で、その後、

少し減ったものの、２００４年度から大幅に増額され、２００７年度には５８１億円と、

河川改修の事業費を上回っている。ダム建設の場所は湯西川ダム、八ッ場ダム、南摩ダ

ムなどの数箇所であり、その限られた地点のダム事業費が広大な利根川水系全体の河川

改修の事業費を上回っているのは驚きである。いわばダム事業のために、喫緊の河川改

修の多くが後回しにされていると言ってよい。 

ダムの治水効果は湯西川ダムのようにきわめて疑わしいものであり、限られた河川予

算をそのように治水効果が希薄なダム事業に注ぎ込んでいる場合ではない。治水対策は

最少の費用で最大の効果があるものを選択しなければならない。上述のように、流下能

力を高め、堤防の脆弱箇所を改善する河川改修が急務なのであるから、湯西川ダム等の
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ダム建設を中止して、その予算を使って喫緊の課題である河川改修をすみやかに進める

べきである。 

 

５ 小括 

① 鬼怒川の本来の治水計画（工事実施基本計画・１９７３年策定）では五十里ダム、

川俣ダム、川治ダムによって、上流ダム群による洪水調節計画が完結していたにもかか

わらず、湯西川ダム建設計画を１９８５年度に策定するにあたり、湯西川ダムも入れた

治水計画に変わった。上流ダム群による鬼怒川・石井地点の洪水ピーク削減量は４ダム

になっても３ダムのときとまったく同じ２，６００㎥／秒であるから、湯西川ダムを入

れる必要性はゼロである。屋上屋を重ねるような治水ダムの計画である。 

② ２００６年２月に策定された河川整備基本方針では石井地点の計画高水流量が工

事実施基本計画の６，２００㎥／秒から５，４００㎥／秒に変わり、洪水ピーク削減量

が３，４００㎥／秒に増えた。これは、上流ダムの数が３基から４基に増えても、鬼怒

川への効果が同じままでは具合が悪いので、いわば湯西川ダムの効果を強調するために

削減量を増やしたと推測されるが、逆にこのことによって新たな矛盾が生じることにな

った。鬼怒川の下流側の基準地点、水海道の計画高水流量は５，０００㎥／秒のままで

維持されているため、河道内の貯留効果による石井地点から水海道地点までの洪水ピー

ク流量の減少が、工事実施基本計画では１，２００㎥／秒であったのに、河川整備基本

方針では４００㎥／秒になった。河道内貯留効果は科学的な計算によるものであるから、

変わるはずがないものであるにかかわらず、1／３になってしまったのである。湯西川

ダムのために数字を無理矢理操作したことによるものである。 

③ 河川整備基本方針は鬼怒川・石井地点の基本高水流量を８，８００㎥／秒とした

が、その検証に使われた実績流量の大半は、流量観測値ではなく、計算値であって、下

流側の水海道地点の観測流量から見て明らかに過大なものがいくつも含まれている。こ

この過大な値を是正して、科学的に鬼怒川・石井地点の 1／１００の洪水ピーク流量を

求めれば、８，１００㎥／秒以下になり、基本高水流量８，８００㎥／秒よりも７００

㎥／秒以上小さい値になる。国土交通省による石井地点の湯西川ダムの洪水ピーク削減

量は約４８０㎥／秒であるから、基本高水流量を正しく見直しさえすれば、鬼怒川の治

水計画上も湯西川ダムは無用のものとなる。 

④ 鬼怒川の河川改修は遅れている。鬼怒川の下流部は流下能力が計画値よりも大幅に

不足しているところが多く、一方、上中流部は洪水時に破堤の危険性がある箇所が数多

くある。鬼怒川では流下能力を高め、堤防の強化を行う河川改修事業の推進が喫緊の課

題である。ところが、鬼怒川では湯西川ダム建設事業に巨額の河川予算が投じられてい

るため、緊急を要する河川改修が後回しにされている。治水効果が希薄な湯西川ダム事

業を中止し、その予算を使って鬼怒川の河川改修をすみやかに進めるべきである。 
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第４章 八ッ場ダムに関する検証 

  

 八ッ場ダムは、国土交通省が利根川水系吾妻川に建設する予定の多目的ダムである。

栃木県は八ッ場ダムの建設に対して治水分として約１０億円を負担することになっ

ている。しかし、利根川本川に面していない栃木県がなぜ八ッ場ダムの建設費を負担

しなければならないのであろうか。八ッ場ダムが治水面で関係するのは吾妻川と利根

川本川であり、八ッ場ダムに治水効果があっとしても、利根川本川が貫流しておらず、

利根川本川に接してもいない栃木県がその恩恵を受けることは基本的になく、栃木県

が治水分として八ッ場ダムの建設費を負担する必要はないはずである。 

本章では、八ッ場ダムに対する栃木県の費用負担の不当性を明らかにすることにす

る。 

なお、大熊孝意見書（甲Ｂ第８１号証）にあるとおり、利根川の治水計画で八ッ

場ダムが必要とされているのは、非現実的できわめて過大な基本高水流量（想定洪

水流量）が設定されているからであり、それを科学的に見直せば、河川改修だけで

十分に対応できる洪水流量になるから、八ッ場ダム等の新規ダム計画は不要である。

さらに、利根川治水計画のベースになっているカスリーン台風に関しては国土交通

省の再来計算で、利根川の洪水ピーク流量に対する八ッ場ダムの削減効果がゼロと

なっており、八ッ場ダムは利根川の大きな洪水には役に立たないことが多い。その

ように、八ッ場ダムは利根川の治水対策として無意味なダムなのであるが、本章で

は八ッ場ダムに対する栃木県の費用負担の不当性の問題に絞って論じることにする。 

 

 

１ 八ッ場ダムに対する栃木県の費用負担割合が定められた経過 

八ッ場ダムに対する栃木県の費用負担の割合は次のとおり、河川法６３条に基づく

建設大臣(国土交通大臣)と栃木県知事との間の文書のやり取りを経て定められた（被

告第３準備書面９頁）。 

① １９８０年１２月１９日改定の利根川水系工事実施基本計画につき、１９８１

年１月２２日、建設大臣から栃木県知事への意見照会（乙３６）、同年２月６日、

同意見照会に対する栃木県知事の回答（乙３７）、同年３月２日、建設大臣からの

負担割合の通知（乙３８） 

② ２００４年９月２８日の八ッ場ダム基本計画の第２回変更に際し、２００３年

１２月８日、国交大臣から栃木県知事への意見照会（乙３９）、２００４年２月１

９日、同意見照会に対する栃木県知事の回答（乙４０）、同年９月２８日、国交大

臣からの負担割合の通知（乙４１） 

①により、利根川上流部の多目的ダム建設に要する費用のうち、河川費用（洪水調

節に係る費用）に対して栃木県が負担する割合は１．４４％とされた。②により、八



 45 

ッ場ダムの目的に「吾妻川の流水の正常な機能維持」が加わったことにより、栃木県

の負担割合が１．３８％に変更された。これは、河川費用に「流水の正常な機能維持」

に係る費用が加わって、八ッ場ダム建設費における河川費用の割合が変更前の５２．

５％から５４．６％になり、その結果として河川費用に対する栃木県の負担割合が１．

４４％×５２．５％÷５４．６％=１．３８％となったものであるから、洪水調節に

係る費用に対する栃木県の負担割合は１．４４％のままである。 

この１．４４％から次のように栃木県の負担額である約１０億円が算出されている。 

 八ッ場ダム建設事業費４６００億円×５２．５％×１．４４％ 

×地方負担率３０％＝約１０億円 

 

 

２ 八ッ場ダムに対する栃木県の費用負担割合の根拠 

この１．４４％がどのような根拠で定められたのかについて、国土交通省関東地方

整備局から開示された資料が、「利根川治水費用地方負担金都県別分担率の改定（案）

１９８０年 3 月」（甲Ｂ６１の２）と「利根川水系図（利根川上流ダム群建設費都県

別分担比率算定資料）」（甲Ｂ６２の２）である。 

「甲Ｂ第６１号証の２」の記述は不明瞭で難解であるが、関東地方整備局河川計画

課の佐々木智之総合治水係長（２００５年当時）の説明を踏まえて利根川上流ダム

群建設費の各都県の負担割合を定めた手順を整理すると、次のとおりである。なお、

ここでいう利根川上流ダム群は八斗島地点より上流に建設されるダムを意味してい

る。 

① １９４７年９月洪水（カスリーン台風洪水）において新規ダムがない場合の洪

水調節後の八斗島最大流量２０，４００㎥／秒〔注１〕を対象洪水とする。 

② いくつかの区間に分けて新規ダムがない場合の河川改修費を求め、計画高水流

量〔注２〕１６，０００㎥／秒対応の改修事業費との差を増加事業費とする。 

③ 各区間における都県別の分担率の算定は河川改修費地方負担金の算定と同様

に行う。すなわち、治水地形分類図をもとに氾濫の予想される区域「河川のＨ．

Ｗ．Ｌ．〔注２〕以下の区域」を受益区域とし、受益を評定するための固定資産の状

況は１９７８年４月現在のものを用いて、分担率を算定する。 

④ ②と③から、都県別分担率を求める。  

〔注１〕１９８０年改定の利根川水系工事実施基本計画による八斗島地点の基本高

水流量が２２，０００㎥／秒であるから、既設ダムの効果は２２，０００㎥／

秒－２０，４００㎥／秒＝１，６００㎥／秒となっている。 

〔注２〕計画高水流量（上流の洪水調節施設が完備したときの想定洪水流量）が流

下したときの水位が、Ｈ．Ｗ．Ｌ．（計画高水位）である。１９８０年改定の利

根川水系工事実施基本計画による計画高水流量は八斗島地点で１６，０００㎥
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／秒である。 

③の各区間の分担率を定めた「氾濫の予想される区域」が、「利根川水系図（利根

川上流ダム群建設費都県別分担比率算定資料）」（甲Ｂ６２の２）である。 

このような手順による算定の結果、栃木県については利根川上流ダム群の建設費に

対する負担割合が１．４４％となった。 

 

 

３ 栃木県の分担率１．４４％の問題 

上記の手順による分担率算定の基礎となっているのが、上述のとおり、氾濫が予

想される区域図「利根川水系図」（乙第６４号証に同じ）である。これは利根川本川

が氾濫した場合に氾濫が及ぶ区域を示している。この「利根川水系図」に栃木県と

群馬県の県境を記入したのが【図表４-１】である。この図を見て不可解であるのは、

利根川本川から７㎞以上も離れた栃木県の足利市と佐野市の一部にまで利根川本川

の氾濫が及んでいることである。そのほかに栃木県の藤岡町の一部も氾濫区域に入

っているが、栃木県での氾濫区域の中では足利市と佐野市にかかっている面積の割

合が圧倒的に大きく、９割以上を占めている。 

しかし、実際に利根川本川が氾濫した場合に、足利市や佐野市までその氾濫が及

ぶことがあるのだろうか。２００５年３月に関東地方整備局はカスリーン台風が再

来した場合の利根川水系利根川浸水想定区域図（甲Ｂ６３）を発表した。同図に栃

木県と群馬県の県境を記入したのが【図表４-２】である。この図では、足利市や佐

野市は浸水想定範囲から完全に外れている。 

【図表４-１】と【図表４-２】の違いは、【図表４-１】では標高が利根川の計画

高水位以下のところをすべて浸水区域にしてしまうという安易で乱暴な方法をとっ

ているのに対して、【図表４-２】では地形条件を入れて氾濫流出計算をそれなりに

行っていることにある。 

このように、実際にはカスリーン台風級の洪水が来て利根川本川が氾濫しても、

その氾濫が及ぶことが決してない足利市や佐野市までが浸水区域に入っているため、

栃木県の負担割合が１．４４％になっているのである。 

【図表４-２】の２００５年３月発表の利根川浸水想定区域図では藤岡町の一部が

浸水区域に入っているが、その面積は【図表４-１】が示す栃木県の浸水区域の 1割

以下であり、【図表４-２】の区域図に従えば、利根川上流ダム群に対する栃木県の

負担割合は１．４４％の１／１０以下でなければならない。八ッ場ダム建設事業へ

の栃木県の負担額は 1億円程度にとどまり、負担額を９億円も軽減することができ

る。 
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４ 実際の浸水区域 

２００５年３月の利根川浸水想定区域図では、【図表４-２】のとおり、藤岡町の

一部に利根川本川の氾濫が及ぶことになっているが、現地をみると、この想定も机

上の計算によるものであって、実際は過大な想定である。 

原告の伊藤武晴は、２００５年１０月に藤岡町の現地を歩いて利根川の氾濫が及

ぶ範囲を調査した。その結果を【図表４-３】に示す。これを見ると、実際は微地形

があるので、浸水の範囲が２００５年３月の利根川浸水想定区域図よりさらに狭め

られ、関東地方整備局が机上の計算で求めた浸水想定面積の半分以下になっている。 

このように、栃木県が利根川本川の氾濫によって実際に受ける影響はわずかなも

のなのである。 

   

 

５ 調査嘱託に対する関東地方整備局の回答への再反論 

（１） 調査嘱託に対する関東地方整備局の回答 

２００８年４月９日に関東地方整備局から宇都宮地裁に対して、「栃木県が八ッ場

ダム建設費の一部を負担する根拠」に関する調査嘱託への回答があった。その回答は

難解の文章が書き綴られ、また、数字に基づく説明がなく、概念的な説明に終始して

いるけれども、栃木県の負担率の算出過程は、上記２で述べた内容と基本的に同じで

ある。 

この回答の中で、関東地方整備局は想定氾濫区域（利根川治水費用地方負担金都県

別分担率の改定（案）１９８０年 3 月）と、浸水想定区域（カスリーン台風が再来し

た場合の利根川水系利根川浸水想定区域図２００５年３月〕について次のように述べ、

費用負担割合の算定では前者が合理的であると反論している。 

「浸水想定区域は、洪水防御に関する計画の基本となる降雨をもとに作成していま

すが、計画規模を超える超過洪水が発生する可能性もあり、その場合は浸水区域が

より大きくなると考えられるなど、氾濫シミュレーションの結果はその前提条件に

よって変わります。 

一方、想定氾濫区域は計画高水位と沿川の地盤高をもとに作成しており、様々

な洪水パターンにより変化しないことから、ダムの洪水調節に係る各都県の費用

負担割合を算定する際の受益範囲とすることは合理的であると考えています。」

（３頁） 

  

（２） 関東地方整備局の回答への再反論 

想定氾濫区域において栃木県の主な氾濫区域とされている足利市と佐野市は利根

川の氾濫の影響を受けたことがない区域である。関東地方整備局は机上の作業だけで
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利根川の計画高水位と同じ地盤高のところをすべて想定氾濫区域にしているが、実際

の氾濫区域とはまったく別物である。関東地方整備局は、「想定氾濫区域は・・・・

様々な洪水パターンにより変化しない」としているが、どのようなパターンの洪水が

来ても氾濫することがない区域を想定氾濫区域に含めるのはまことに不合理である。 

関東地方整備局は２００９年２月に１０パターンの洪水を想定して、利根川の氾濫

計算を行っているので、その計算結果を見ることにする。 

２００９年２月２４日の関東地方整備局事業評価監視委員会で八ッ場ダムの費用

便益比の新しい計算結果が示された。八ッ場ダムの便益は、洪水の氾濫が軽減される

便益と、吾妻渓谷の流量不足が少なくなることによる景観改善（河川の水量確保）の

便益の二つから構成されているが、大半を占めるのは前者である。洪水軽減便益は洪

水の氾濫による被害額から求めることになっている。なお、洪水軽減便益も景観改善

便益も、単に数字を作り上げたものに過ぎないが、その問題点の指摘はここでは割愛

する。 

氾濫被害額の計算手順の概要は次のとおりである。（甲Ｂ１１９号証「Ｈ２０利

根川上流はん濫原管理検討業務」） 

 

この計算では、足利市と佐野市を含むＡブロックについても氾濫計算が行われてい

る。洪水パターンは１９４７年洪水、１９９８年洪水などの１０洪水であって、洪水

八ッ場ダムの氾濫被害額の計算手順の概要 

① 利根川の氾濫ブロックの設定 

利根川の河口距離約２００ｋｍ上流地点から河口部までの両岸流域を１２の氾濫

ブロックに分ける。（甲Ｂ１１９号証「Ｈ２０利根川上流はん濫原管理検討業務」

５頁） 

② 計算対象洪水の選定 

過去の１０洪水（１９４７年洪水、１９９８年洪水など)を選定する。(１０通り

の時間的地域的降雨パターンを想定) 

③ 洪水流量規模の設定 

１／２、１／５、１／１０、１／３０、１／５０、１／１００、１／２００の７

段階の洪水流量規模を設定する。１／２００(２００年に１回)の洪水流量は既設

ダム＋八ッ場ダムがない場合が八斗島地点で２０，９８７㎥／秒。 

④ 氾濫シミュレーション、 

１０洪水の洪水流量規模ごとに八ッ場ダムがない場合とある場合について各ブ

ロックで氾濫シミュレーションの計算 

⑤ 被害額の計算 

八ッ場ダムがない場合とある場合について１０洪水の洪水流量規模ごとに氾濫

被害額を計算する。 
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流量規模は７段階に設定されている。そのうち、Ａブロックについて１／２００の洪

水規模〔注〕で氾濫計算を行った結果が甲Ｂ１１９号証「Ｈ２０利根川上流はん濫原管

理検討業務」№１～１０の氾濫図である。１０パターンの洪水とも、氾濫区域は群馬

県の板倉町、明和村、館林市の一部、埼玉県の北川辺町、栃木県の藤岡町であって、

Ａブロックの西北部にある足利市と佐野市は洪水氾濫区域から遠く離れたところに位

置している。 

以上のようにどのような洪水パターンでも、足利市と佐野市に利根川の洪水の氾濫

が及ぶことはないのであって、１９８０年の想定氾濫区域図は現実と乖離したものに

なっている。このように非現実的な氾濫区域図から各都県の費用負担割合を求めるの

はまったく不当である 

〔注〕２００９年に行われた八ッ場ダムの氾濫被害額の計算では１／２００規

模の洪水ピーク流量は既設ダム＋八ッ場ダムがない場合、八斗島地点で２０，

９８７㎥／秒と設定されている。また、１９８０年の「利根川治水費用地方負

担金都県別分担率の改定（案）」では１で述べたとおり、カスリーン台風洪水

の再来計算で既設ダム調節後の八斗島地点の洪水ピーク流量が２０，４００㎥

／秒となっている。一方、２００５年３月発表の利根川浸水想定区域図では１

／２００規模のカスリーン台風再来の計算が行われている。その場合は既設ダ

ムありの条件で１６，７５０㎥／秒となっている。このように同じ１／２００

規模であるにもかかわらず、八斗島地点の洪水ピーク流量には大きな差がある。

これは計算の前提条件の違いによるものであるが、その時々で前提条件を変え

た計算を行うのは不可解である。関東地方整備局の計算はその面でも信頼性が

低い。 

 

 

６ 小括 

① 栃木県は八ッ場ダム建設事業の治水分として約１０億円を負担しつつある。この

約１０億円は、利根川上流ダム群の建設費用に対する栃木県の負担割合が１．４４％

とされていることから算出されたものである。しかし、利根川本川が貫流しておらず、

利根川本川に接してもいない栃木県が利根川上流ダム群の恩恵を受けることは基本的

になく、１．４４％の根拠が問題である。 

② 栃木県の負担割合１．４４％は、想定氾濫区域図（利根川治水費用地方負担金都

県別分担率の改定（案）１９８０年 3 月）における栃木県の氾濫区域面積から算出さ

れている。栃木県の氾濫区域面積のほとんどを占めるのが足利市と佐野市であるが、

実際に利根川の氾濫が両市に及ぶことは決してなく、この想定氾濫区域図は虚構のも

のである。栃木県内では藤岡町の一部も氾濫区域も含まれているが、その面積は両市

に比べればはるかに小さく、原告が現地を調査した結果では、藤岡町の氾濫区域面積
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も過大である。 

② 関東地方整備局が今までに行った利根川氾濫計算、すなわち、２００５年３月発

表の利根川浸水想定区域図作成のための氾濫計算でも、また、２００９年２月の洪水

軽減便益算出のための氾濫計算（１０洪水パターン）でも、利根川の氾濫は足利市と

佐野市から遠くはなれた区域にとどまっている。 

③ このように、利根川の氾濫が及ぶことが決してない足利市と佐野市が想定氾濫区

域に加えられ、それから栃木県の治水負担額が算出されているのであるから、この算

出方法はきわめて不合理であり、不当である。 

④ ２００５年３月の利根川水系利根川浸水想定区域図における藤岡町の浸水面積は

実際よりも過大であるけれども、百歩譲って、この浸水面積の分は負担するとしても、

その場合は八ッ場ダム建設事業に対する栃木県の負担額は 1 億円程度にとどまり、負

担額を９億円も軽減することができる。 

⑤ 以上は、八斗島地点の基本高水流量を２２，０００㎥／秒とする非現実的できわ

めて過大な想定洪水流量を前提とした議論であるが、この基本高水流量を科学的に見

直せば、河川改修だけで十分に対応できる洪水流量になるから、八ッ場ダム等の新規

ダム計画は不要であり、この１億円の負担すらも不要となる。 

⑥ このように、八ッ場ダム建設事業に対して栃木県が負担する約１０億円の算出根拠

はきわめて不合理であるにもかかわらず、栃木県は、その根拠となっている想定氾濫区

域の妥当性に関し、関東地方整備局に対して何の説明も求めず、また、自らその妥当性

を何ら検証せずに、国の言うことだからとして、関東地方整備局の主張に唯々諾々と従

っているだけである。栃木県民がほとんど恩恵を受けることがない八ッ場ダム建設事業

に対して不当に多額な費用を県が負担し、それを県民の背に負わせることは、決して許

されることではない。 
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経歴と著書 

 

生年月日  1943 年 10 月 12 日 

 

経歴 

 1966 年 3 月 東京大学工学部都市工学科卒業 

 1668 年 3 月 東京大学大学院修士課程終了（工学系研究科都市工学専攻） 

 1972 年 3 月    〃   博士課程単位取得満期退学（都市工学専攻） 

 1972 年 4 月 東京都公害局（現在の環境局）入都 

 1978 年 7 月 東京都多摩環境保全事務所へ異動 

 1984 年 4 月 東京都公害研究所（現在の環境科学研究所）へ異動 

 2004 年 3 月 東京都を退職 

 

著書 

 水問題原論（北斗出版、1991 年） 

 日本経済と水（共著、日本評論社、1971 年） 

 地下水資源の開発と保全（共著、水利科学研究所、1973 年） 

 水問題の争点（共著、技術と人間、1981 年） 

 ゴミ問題の争点（共著、緑風出版、1985 年） 

 どうなっているの？東京の水（共著、北斗出版、1990 年） 

 やさしい地下水の話（共著、北斗出版、1993 年） 

 ２１世紀の河川思想（共著、共同通信社、1997 年） 

 改訂地下水ハンドブック（共著、建設産業調査会、1998 年） 

 水資源・環境研究の現在（共著、成文堂、2006 年） 

 首都圏の水が危ない――利根川の治水・利水・環境は、いま（共著、岩波書店、2007年） 

 その他 
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【図表１-２】　神奈川四水道の一日最大配水量の実績と予測
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【図表１-１】　東京都内における地下水大口使用65工場の
地下水揚水量の推移（水使用合理化の指導の成果）
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〔注〕徳山ダム対象地域の上水道一日最大給水量+工業用水使用量を示
す。
　　水道：名古屋市、尾張地域、大垣地域
　　工業用水：名古屋市、大垣地域
す

　【図表１-３】　徳山ダム対象地域の水需要の実績と予測

（実績の出典：日本水道協会「水道統計」、経済産業省「工業統計表」）
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前計画 新計画

栃木県 0.821 0.403

鹿沼市 － 0.200

小山市 0.219 0.219

古河市 0.350

古河市（旧総和町） 0.236

五霞町 0.100 0.100

埼玉県（非かんがい期） 1.163 1.163

北千葉広域水道企業団 0.313 0.313

合計 3.202 2.984

0.586

【図表２-１-１】　思川開発事業の新規利水の配分表
単位:(ｍ3／秒)

利水者
新規利水の配分

 

ｍ3／秒 ｍ3／日

栃　木　市 0.102 8,800

鹿　沼　市 0.223 19,267

西　方　町 0.006 480

壬　生　町 0.033 2,858

石　橋　町 0.035 3,002

国分寺町 0.023 2,000

野　木　町 0.004 364

大　平　町 0.033 2,848

藤　岡　町 0.024 2,048

岩　舟　町 0.017 1,500

　小　　計 0.500 43,167

栃　木　県 0.321 27,726

小　計 0.821 70,893

単独参加 小　山　市 0.219 18,948

1.040 89,841

県水道用水

　　　合　　　　計

〔注〕　栃木県の２００１年度第２回調査の結果（甲C第４号
証）による。栃木県の0.321ｍ3／秒の内訳は、県営東大
芦川ダムが中止になった場合の鹿沼市水道用水のため
の代替水源0.200ｍ3／秒（甲C第６６号証）及び小山市の
地下水水源転換水量0.121ｍ3／秒（甲C第６６号証）であ
る。

【図表２-１-２】　栃木県が２００１年６月に公表した
思川開発事業に係る参画水量の内訳

市　町　名
　　水　　　量
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(給水量ベース　　ｍ3／日）

地下水 河川水 計

栃　木　市 38,000 38,000

西　方　町 4,060 4,060

壬　生　町 19,800 19,800

野　木　町 3,200 10,980 14,180

大　平　町 16,600 16,600

藤　岡　町 11,000 11,000

岩　舟　町 12,900 12,900

国分寺町 8,000 8,000

石　橋　町 7,720 7,720

南河内町 11,235 11,235

　計 132,515 10,980 143,495

34,300 34,300

22,600 34,361 56,961

【図表２-１-４】　栃木県の思川開発関係市町上水道の保有水源

〔注１〕河川水の給水量ベースの水源量は利用量率を実績値に基づ
き、９７％として求めた。地下水は利用量率100％である。

〔注２〕南河内町は関係地域外であるが、関係地域内にある国分寺町と
石橋町と合併して下野市となったので、上記の表に含めた。

〔注３〕鹿沼市の地下水の保有水源は「平成８年度鹿沼市水道事業変
更認可申請書（第５次拡張）」の前は38,100ｍ3／日であった。

栃
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【図表２-１-３】　思川開発関係地域上水道の一日最大給水量
（小山市、鹿沼市を除く）

〔注〕下野市に統合した南河内町を含む
1990～94年度の西方町と南河内町は一日平
均給水量からの推定値を使用した。

出典：毎年度の「栃木の水道」
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【図表２-１-６】　思川開発関係地域上水道の

一人一日最大給水量　　（小山市、鹿沼市を除く）

〔注〕下野市に統合した南河内町を含む

出典：毎年度の「栃木の水道」

 

【図表２-１-７】　栃木県の総人口
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【図表２-１-５】　思川開発関係地域上水道の

給水区域内人口と給水人口　（小山市、鹿沼市を除く）

〔注〕下野市に統合した南河内町を含む

出典：毎年度の「栃木の水道」
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【図表２-１-８】　　思川開発関係地域上水道の

一人一日平均有収水量　　（小山市、鹿沼市を除く）

〔注〕下野市に統合した南河内町を含む

出典：毎年度の「栃木の水道」

 

【図表２-１-９】　栃木県の水洗便所普及率の推移
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出典：総務省「住宅・土地統計調査」
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【図表２-１-１０】　思川開発関係地域上水道の

有収率　（小山市、鹿沼市を除く）

〔注〕下野市に統合した南河内町を含む

出典：毎年度の「栃木の水道」
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【図表２-１-１１】　思川開発関係地域の上水道の

負荷率　（小山市、鹿沼市を除く）

〔注〕下野市に統合した南河内町を含む

出典：毎年度の「栃木の水道」
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【図表２-１-１２】　鹿沼市上水道の一日最大給水量
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出典：毎年度の「栃木の水道」
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【図表２-１-１３】　鹿沼市上水道の一人一日最大給水量

出典：毎年度の「栃木の水道」
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【図表２-１-１４】　鹿沼市上水道の一人一日平均有収水量

出典：毎年度の「栃木の水道」
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【図表２-１-１５】　鹿沼市上水道の負荷率
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【図表２-１-１６】　鹿沼市上水道の

給水区域内人口と給水人口

出典：毎年度の「栃木の水道」

 

【図表２-１-１８】　小山市上水道の一日最大給水量

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

1990 1995 2000 2005

年度

ｍ3／日

一日最大給水量

保有水源

出典：毎年度の「栃木の水道」

 

70

80

90

100

1990 1995 2000 2005

年度

％

【図表２-１-１７】　　　鹿沼市上水道の有収率

出典：毎年度の「栃木の水道」
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【図表２-１-１９】　栃木県の地盤沈下面積(2cm以上)の推移
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出典：栃木県地盤変動・地下水位調査報告書

 

（国土交通省水資源部　関東平野北部地下水採取量（保全地域）より）

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

水道用 3,947 3,859 3,761 3,883 3,848 3,954 3,962 3,780 4,031 3,630

工業用 10,829 10,319 9,872 9,593 7,618 7,133 7,163 7,127 7,525 6,636

農業用 65,920 56,600 53,388 59,061 61,205 59,128 49,196 61,126 59,589 54,758

建築物等 3,982 3,982 3,982 3,982 3,982 3,982 3,982 3,982 3,982 3,932

計 84,678 74,760 71,003 76,519 76,653 74,197 64,303 76,015 75,127 68,956

水道用の割合 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 5% 5%

工業用の割合 13% 14% 14% 13% 10% 10% 11% 9% 10% 10%

農業用の割合 78% 76% 75% 77% 80% 80% 77% 80% 79% 79%

建築物等の割合 4% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 4% 5%

【図表２-１-２０】　栃木県(保全地域）の地下水採取量〔単位　千ｍ3／年）
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２００２年の変更計画では
大谷川と行川からの取水
はなくなっている。行川ダ
ム計画もなくなっている。

【図表２―２―１】　思川開発計画の事業位置図
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【図表２－２－２】　国土交通省による南摩ダムの運用計算
(1955～1984年度）
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（１）　取水量と取水制限流量

①黒川

　取水量　最大　8m3／秒

　取水制限流量　4～9月　6.00m3／秒、10～3月　2.50m3／秒

②大芦川

　取水量　最大　20m3／秒

　取水制限流量　4～9月　6.00m3／秒、10～3月　2.50m3／秒

（２）　確保流量

①黒川（取水地点）

　4月　0.69m3／秒、5月　0.94m3／秒、6月　0.95m3／秒、

　7月　0.96m3／秒、8月　0.89m3／秒、9～3月　0.65m3／秒

②黒川（行川合流点）

　4月　1.84m3／秒、5月　3.54m3／秒、6月　3.63m3／秒、

　7月　3.66m3／秒、8月　3.26m3／秒、9月　1.53m3／秒、

  10～3月　1.50m3／秒

③大芦川（東大芦川ダム中止により、大芦川に対しても南摩ダムから補給するものとする。）

　4～9月　2.4m3／秒、10～3月　1.3m3／秒

④南摩川（南摩ダム地点）

　4～3月　0.10m3／秒

⑤思川（清洲橋地点）(南摩ダムの開発量1.04m3／秒を含む）

　4月　5.07m3／秒、5～8月　6.34m3／秒、9月　5.94m3／秒、

　10～3月　3.34m3／秒

⑥思川（乙女地点）(南摩ダムの開発量0.586m3／秒を含む）

　4月　6.29m3／秒、5～8月　6.79m3／秒、9月　6.62m3／秒、

　10～3月　5.59m3／秒

⑦利根川（栗橋地点）(南摩ダムの開発量最大1.576m3／秒を含む）

　4月　110.15m3／秒、5月　111.27m3／秒、6月　121.17m3／秒、

　7月　121.66m3／秒、8月　120.66m3／秒、9月　96.90m3／秒、

  10～3月　93.68m3／秒

（３）　南摩ダムの開発量

　栗橋上流　1.626m3／秒

　栗橋下流　4～9月　0.413m3／秒、10～3月　1576m3／秒

（４）　利根川・栗橋地点への補給

洪水期 非洪水期

利根川上流の既設８ダム 34,349 46,163

八ッ場ダム（計画中） 2,500 9,000

南摩ダム（計画中） 4,500 4,500

計 41,349 59,663

南摩ダムの割合 10.9% 7.5%

利水容量（万ｍ3）

【図表２―２―３】　南摩ダム運用計算の前提条件

栗橋地点の維持流量に対する不足分は下表のダム利水容量の割合で南摩ダムから補給
するものとする。
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【図表２―２―４】　南摩ダムの運用計算結果（1984年～2002年）
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貯水率５％未満の日数

1984 201

1985 104

1986 95

1987 158

1988 157

1989 0

1990 73

1991 0

1992 0

1993 58

1994 81

1995 102

1996 282

1997 144

1998 38

1999 19

2000 0

2001 55

2002 0

計 1,567

【図表２―２―５】　南摩ダムの運用計算結
果（1984年～2002年）

 

南摩ダムの貯水率（％） 取水制限率（％）

40～30％ 10%

30～20％ 20%

20～10％ 30%

10％未満 40%

取水制限が実施されたときは思川開発の開発

水量および南摩川、黒川、大芦川、思川、利

根川（栗橋）の確保流量を上記の比率で削減

するものとする。

【図表２―２―６】　取水制限の条件
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【図表２－２－７】　取水制限を行った場合の南摩ダムの運用計算結果
（1984年～2002年）
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貯水率５％未満の日数

1984 20

1985 50

1986 0

1987 100

1988 89

1989 0

1990 2

1991 0

1992 0

1993 42

1994 0

1995 48

1996 266

1997 13

1998 0

1999 0

2000 0

2001 0

2002 0

計 630

【図表２―２―８】　取水制限を行った場合の南摩ダムの
運用計算結果（1984年～2002年）
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【図表２―３―１】 南摩ダムと思川、利根川          
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【図表２―３―２】（１）　南摩ダム予定地の流量の時間変化　1998年9月16～17日
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　【図表２―３―２】（２）　南摩ダム予定地の流量の時間変化　2001年9月10～11日
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　【図表２―３―２】（３）　南摩ダム予定地の流量の時間変化　2002年7月10～11日
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　【図表２―３－３】（１）　思川・乙女地点の流量の時間変化　1998年9月16～17日
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【図表２―３－３】（３）　思川・乙女地点の流量の時間変化　2002年7月10～11日
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　【図表２―３－３】（２）　思川・乙女地点の流量の時間変化　2001年9月10～11日
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【図表２―３－４】（２）　思川・乙女地点の流量の時間変化（南摩ダムの効果）
2001年9月10～11日
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【図表２―３－４】（１）　思川・乙女地点の流量の時間変化（南摩ダムの効果）
　1998年9月16～17日
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【図表２―３－５】　思川・乙女地点の実績最大流量の経年変化
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【図表２―３－４】（３）　思川・乙女地点の流量の時間変化（南摩ダムの効果）
　2002年7月10～11日
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適合度

SLSC(99%)
JackKnife推定誤差

ｍ3／秒
JackKnife推定誤

差率

① 指数分布 Exp 3,170 0.029 369 12%

② ガンベル分布 Gumbel 2,717 0.035 311 11%

③ 平方根指数型最大値分布 SqrtEt 3,301 0.027 433 13%

④ 一般化極値分布 Gev 3,119 0.026 580 19%

⑤ 対数ピアソンⅢ型分布(実数空間法） LP3Rs 2,691 0.035 670 22%

⑥ 対数ピアソンⅢ型分布(対数空間法） LogP3 3,012 0.031 720 25%

⑦ 対数正規分布岩井法 Iwai 3,578 0.032 672 21%

⑧ 対数正規分布石原・高瀬法 IshiTaka 2,922 0.032 593 20%

⑨ 対数正規分布３母数クォンタイル法 LN3Q 3,038 0.030 706 22%

⑩ 対数正規分布３母数（SladeⅡ） LN3PM 2,910 0.032 590 20%

3,046

［注］適合度、誤差率とも小さい値であることが望ましい。適合度は本来は0.03以下であるべきものである。

100年に1回の最大洪水流量
ｍ3／秒

平均

【図表２―３－６】　　流量確率法による思川・乙女地点の1／100洪水流量の計算結果

安定性の評価
略字統計手法

 

治水容量　万ｍ3

思川ダム群 2,740

南摩ダム 500

行川ダム（２０００年度中止） 300

東大芦川ダム（２００３年度中止） 345

【図表２―３―７】　思川ダム群

 

　　　　　　　17,500

　　　　　【図表２－３－８】　渡良瀬遊水地と利根川
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【図表２－３－９】　思川・乙女地点の流量の時間変化　2002年7月11日
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【図表２－３－１０】　思川・乙女地点の水位の時間変化　2002年７月11日

氾濫危険水位 22.32

水位　Ｙ.Ｐ.ｍ

22.34
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現況河道断面

計画河道断面

 ２ｍ

【図表２－３－１１】　思川　乙女より１．６ｋｍ下流地点の河道断面図
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男鹿川

石井 水海道

6,200 5,000
(8,800)

鬼怒川

湯西川

鬼怒川

利
根
川

川治ダム

川俣ダム

五十里ダム

湯西川ダム

計画高水流量　ｍ3／秒

基本高水流量　ｍ3／秒

 

 

 鬼 怒川 水系の既設ダムと湯西川ダム計画

流域面積 洪水調 節容量

川俣ダム 179.4　km2 2,450万ｍ3

川治ダム
323.6　km2

（川俣 ダムの流 域面積を含む）
3,600万ｍ3

五十里ダム
271.2　km2

（湯西川ダムの流域面積を含む）
3,480万ｍ3

湯西川ダム 102.0　km2 3,000万ｍ3  

 
【図表３-２】 湯西川ダムを含む鬼怒川治水計画 

(1992 年度策定の利根川水系工事実施基本計画) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(国土交通省の資料より) 

 

 

【図表３-１】 鬼怒川のダムの位置と諸元 

（計画高水流量は 1992 年度利根川水系工事実施基本計画の数字を示す。） 
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【図表３-３】 利根川水系河川整備基本方針（2006 年 2 月策定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表３-４】 利根川水系工事実施基本計画（1992 年度策定） 
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【図表３-５】 鬼怒川石井地点の断面 

 

○ 利根川水系工事実施基本計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○ 利根川水系河川整備基本方針 
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【図表３-６】 鬼怒川・石井地点の基本高水流量の検証に使用された実績流量 

       （国土交通省の情報公開資料） 
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一般化極値分
布

グンベル法 指数分布
平方根指数型
最大値分布

対数ピアソンⅢ
型分布（実数

空間法）

対数ピアソン
Ⅲ型分布（対
数空間法）

対数正規分布
（岩井法）

対数正規分布
（クォンタイル

法）

Gev Gumbel Exp SqrtEt LP3Rs LogP3 Iwai LN3Q

1/100　流量
ｍ3／秒

6,996 6,606 7,748 8,572 4,861 8,093 8,929 7,790

適合度
（SLSC(99%)）

0.044 0.042 0.057 0.050 0.056 0.029 0.040 0.042

〔注〕一部のデータは水海道の流量により補正、ダム調節量は加算

【図表３-８】　流量確率法による鬼怒川・石井地点流量の計算結果（表１のデータを一部補正して統計確率計算を行った結果
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0 1,000 2,000 3,000

水海道地点の流量　ｍ3／秒

石
井

地
点

の
流

量
　

ｍ
3
／

秒

石井地点（推定流量）

石井地点(観測流量）

1：1

1：２

1：1.5

【図表３-７】　鬼怒川における水海道と石井の年最大流量の関係
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【図表３-９】　鬼怒川の目標流量と現況流下能力（左岸）
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【図表３-１０】　鬼怒川の目標流量と現況流下能力(右岸）
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【図表３-１１】　鬼怒川堤防のすべり破壊とパイピング破壊の安全度(左岸）
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安全度

すべり破壊の安全度

パイピング破壊の安全度

水
海
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石
井

〔注〕安全度は目標基準値に対する割合を示す。
国土交通省の開示資料から作成。

 

【図表３-１２】　鬼怒川堤防のすべり破壊とパイピング破壊の安全度(右岸）
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〔注〕安全度は目標基準値に対する割合を示す。
国土交通省の開示資料から作成。

 



 

82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

490

581

495

1,051

0

200

400

600

800

1000

1200

1997 1999 2001 2003 2005 2007
年度

億円

河川改修

〔注〕国土交通省の資料より作成。河川改修は直轄区間の維持
管理費を除く。

【図表３-１３】　利根川水系のダム建設と河川改修の
事業費の推移

ダム建設(八ッ場ダム、湯西川ダム、
南摩ダム等）
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【図表４-１】 利根川水系図（利根川上流ダム群建設費都県別分担比率算定資料） 

 

【図表４-２】 利根川水系利根川浸水想定区域図 2005 年 3 月 

 

利根川 
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【図表４-３】 栃木県藤岡町の浸水想定区域図 （伊藤武晴作成 2005 年 10 月） 

 


